
南
北
朝
・
室
町
期
京
都
に
お
け
る
武
士
の
居
住
形
態

松

井

直

人

衛北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井〉

【
要
約
】
　
本
稿
は
南
北
朝
・
室
町
期
の
京
都
に
お
い
て
在
京
武
士
が
活
動
拠
点
と
し
た
諸
空
間
、
及
び
彼
ら
の
居
住
形
態
の
解
明
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
具

体
像
に
関
す
る
実
証
的
基
礎
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
武
士
の
洛
申
進
出
は
南
北
朝
期
に
本
格
化
し
、
寺
社
本
所
領
へ
の
「
寄
宿
」
・
「
借
住
」
と

い
っ
た
臨
時
的
な
居
住
形
態
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
の
武
士
は
、
京
都
の
諸
勢
力
と
の
社
会
関
係
を
利
用
し
て
主
体
的
に
自
ら
の
居
所
を
獲
得

し
て
い
た
と
い
え
る
。
室
町
期
に
は
、
在
京
守
護
の
本
邸
的
な
位
置
に
あ
る
「
大
名
邸
宅
」
や
、
将
軍
御
所
近
傍
の
副
題
門
第
二
の
邸
宅
」
が
順
次
形
成

さ
れ
、
政
治
情
勢
の
安
定
化
を
背
景
に
、
武
士
が
占
有
す
る
空
間
が
順
次
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
幕
府
か
ら
居
所
を

把
握
さ
れ
ず
に
寺
社
本
所
を
頼
っ
て
在
京
す
る
武
士
も
な
お
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
特
定
の
寺
社
本
所
の
権
益
保
護
を
優
先
す
る
幕
府
の
姿
勢
が
反
映

し
た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
武
士
の
在
京
の
あ
り
方
に
は
室
町
期
に
至
っ
て
も
な
お
流
動
的
な
側
藤
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
　
九
八
巻
四
号
　
一
㎜
○
一
五
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
南
北
朝
・
室
町
期
の
京
都
に
お
け
る
在
京
武
士
の
居
所
、
及
び
彼
ら
の
居
住
形
態
の
特
質
の
解
明
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
中
世
京
都
の
社
会
構
造
に
関
す
る
研
究
は
、
と
り
わ
け
二
つ
の
時
期
を
主
要
な
研
究
対
象
と
し
て
展
開
し
た
。
ひ
と
つ
は
林
屋
辰
三
郎
に
よ

　
　
　
　
　
①

る
「
町
衆
」
論
を
囑
矢
と
し
て
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
展
開
す
る
「
都
帯
共
同
体
」
の
成
立
過
程
や
、
構
成
員
た
る
「
町
人
」
の
実
態
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

社
会
的
結
合
の
諸
要
因
の
解
明
を
目
指
す
研
究
で
あ
り
、
他
方
は
、
戸
田
芳
実
が
提
起
し
た
「
王
朝
都
市
風
」
を
ひ
と
つ
の
理
論
的
支
柱
と
し

（559）1



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
、
院
政
・
鎌
倉
期
に
お
け
る
中
世
王
権
と
都
市
構
造
の
連
関
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
り
、
「
中
世
都

市
京
都
」
の
像
は
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
篭
写
が
そ
の
二
つ
の
潮
流
に
偏
り
が
ち
と
な
っ
た
結
果
、
中
世
前
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
京
都
を
長
期
的
な
視
野
か
ら
通
時
的
に
見
通
す
作
業
は
近
年
低
調
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え

る
な
ら
ば
、
特
に
研
究
が
手
薄
な
南
北
朝
・
室
町
期
の
京
都
に
つ
い
て
、
そ
の
前
後
の
時
代
と
の
接
続
を
意
識
し
た
上
で
実
態
的
か
つ
総
合
的

に
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
今
後
一
層
必
要
と
さ
れ
て
こ
よ
う
。

　
で
は
、
当
該
期
の
京
都
を
総
合
的
に
捉
え
、
前
後
の
階
代
像
を
結
び
合
わ
せ
る
た
め
の
糸
口
と
し
て
、
い
か
な
る
対
象
に
着
目
す
る
こ
と
が

有
効
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
京
都
を
も
含
め
た
中
世
都
市
像
に
関
す
る
高
橋
慎
一
朗
の
叙
述
に
注
意
し
た
い
。
高
橋
は
、
古
代
都
市
（
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

城
）
・
近
世
都
市
（
城
下
町
）
に
比
し
て
中
世
都
市
の
一
般
像
が
欠
如
し
て
い
る
と
の
伊
藤
毅
の
指
摘
を
受
け
、
む
し
ろ
「
典
型
例
が
な
い
の
が

中
世
都
市
の
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
中
世
都
市
の
多
様
性
に
注
意
を
促
し
つ
つ
、
そ
の
多
様
性
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
、
都
市

に
対
す
る
武
士
の
関
与
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
実
際
に
都
市
生
活
を
行
う
中
で
、
戦
国
期
・
近
世
の
城
下
町
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ

た
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
鎌
倉
期
を
対
象
と
し
て
、
京
都
で
活
動
し
た
武
士
の
本
拠
（
「
武
家
地
」
）
六
波
羅
や
、
都
市
住
民
か
ら
み
た
武
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

存
在
形
態
を
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
。
か
か
る
分
析
視
角
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
視
角
は
武
家
関
係
者
の
人
口
が
数
万
人
に
も
及
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

だ
と
さ
れ
る
南
北
朝
・
室
町
期
京
都
の
研
究
に
お
い
て
も
十
分
に
生
か
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
戦
国
期
に
お
け
る
在
京
武
士
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
都
市
住
民
の
被
官
化
、
そ
し
て
当
該
行
為
に
対
す
る
豊
臣
政
権
に
よ
る
禁
圧
に
「
申
世
的
都
市
支
配
」
の
否
定
を
み
る
仁
木
宏
の
研
究
を
想

起
す
る
な
ら
ば
、
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
在
京
武
士
の
旦
ハ
体
像
の
解
明
は
、
申
世
京
都
の
展
開
を
よ
り
詳
密
に
描
き
出
し
て
ゆ
く
上
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
し
か
し
、
高
橋
慎
一
朗
が
、
中
世
後
期
の
「
武
家
地
」
研
究
は
九
〇
年
代
に
至
っ
て
も
未
開
拓
な
現
状
に
あ
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
代
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

軍
御
所
の
精
緻
な
復
原
的
研
究
を
行
っ
た
川
上
貢
、
特
定
区
域
に
お
け
る
武
家
関
係
者
も
含
ん
だ
都
市
住
民
に
よ
る
土
地
利
用
の
展
開
を
詳
述

　
　
　
　
　
⑭

し
た
高
橋
康
夫
と
い
っ
た
建
築
史
分
野
か
ら
の
都
市
空
間
研
究
を
除
け
ば
、
当
該
期
の
在
京
武
士
は
ほ
と
ん
ど
分
析
対
象
に
す
ら
取
り
上
げ
ら
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⑮

れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
　
石
を
投
じ
た
の
が
田
坂
泰
之
で
あ
る
。
田
坂
は
主
に
南
北
朝
・
室
町
期
の
古
記
録
類
を
用
い

て
武
士
の
居
住
地
点
の
所
在
が
判
明
す
る
事
例
を
集
積
し
、
空
間
構
造
の
側
面
か
ら
室
町
幕
府
、
及
び
当
該
期
の
京
都
の
実
態
に
迫
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
、
将
軍
御
所
の
移
転
と
他
の
武
家
邸
宅
の
地
理
的
変
遷
に
関
連
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
六
代
将
軍
の
義
教
期
に
上
京
－
武
家
・
公
家
、
下
京

－
商
業
地
域
、
と
い
う
空
間
構
造
が
定
着
し
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
都
市
全
体
を
見
通
し
た
一
定
の
プ
ラ
ン
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
く
武
家
邸
宅
の
計
画
的
配
量
は
行
わ
れ
ず
、
ま
た
武
家
が
一
円
的
に
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で
の
（
注
　
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

「
武
家
の
空
間
」
も
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
、
そ
の
背
景
に
「
室
町
幕
府
が
諸
権
門
と
相
互
補
完
的
に
支
え
あ
い
な
が
ら
民
衆
を
支
配
す

る
形
態
で
あ
る
公
武
統
一
政
権
」
と
し
て
の
政
治
構
造
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
田
坂
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
の
中
世
京
都
研
究
の
欠
を
埋
め

る
の
み
な
ら
ず
、
南
北
朝
期
か
ら
八
代
義
政
期
ま
で
の
広
い
時
期
を
見
通
し
、
か
つ
京
都
社
会
全
体
を
視
野
に
収
め
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

ま
た
田
坂
が
見
出
し
た
、
「
武
家
の
空
間
」
の
不
形
成
と
い
う
現
象
は
、
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
在
京
武
士
の
京
都
居
住
が
一
定
の
社
会

的
制
約
の
も
と
で
成
立
し
て
い
た
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
、
彼
ら
の
実
態
に
よ
り
深
く
迫
る
た
め
の
切
り
口
と
し
て
注
意
さ
れ
よ
う
。

　
た
だ
し
そ
の
研
究
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
田
坂
は
、
当
時
の
在
京
武
士
が
将
軍
御
所
の
移
動
に
随
時
追
従
す
る
形
で
御
所

周
辺
に
居
を
構
え
る
と
い
う
一
般
的
傾
向
を
前
提
に
論
を
進
め
て
い
る
も
の
の
、
以
下
の
本
論
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
武
士
に
当
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
ま
る
事
態
と
は
評
価
し
が
た
い
。
実
際
に
は
武
士
が
長
期
に
わ
た
っ
て
実
質
的
に
占
有
し
て
い
た
空
間
も
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

実
に
つ
い
て
も
適
切
な
意
義
づ
け
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
田
坂
自
身
が
今
後
の
課
題
に
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
、
室
町
幕
府
が
諸
権
門

と
相
互
補
完
的
に
支
え
あ
う
構
造
が
空
間
上
に
見
出
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
在
京
武
士
の
居
所
の
存
立
状
況
に
つ
い
て
も
、
寺

社
本
所
に
所
属
す
る
人
々
な
ど
他
の
都
市
住
民
と
の
相
互
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
、
よ
り
具
体
的
な
検
証
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
。
田
坂
に
よ
る

視
角
と
成
果
を
生
か
し
つ
つ
室
町
期
の
在
京
武
士
の
具
体
的
様
態
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
居
所
の
分
布
と
展
開
を
よ
り
正
確
に
復
原
・

評
価
す
る
と
と
も
に
、
個
別
空
闘
の
領
有
形
態
や
そ
こ
を
拠
点
と
し
た
武
士
自
身
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
分
析
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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⑳

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
田
坂
が
着
目
し
た
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
在
京
武
士
の
居
所
分
布
と
そ
の
展
開
を
再
検
証
し
つ
つ
、
そ
の
個
々
の

居
住
地
に
お
け
る
武
士
の
居
住
形
態
に
つ
い
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
行
う
。
具
体
的
に
は
①
個
々
の
武
士
が
形
成
し
た
邸
宅
の
存
立
期

間
や
規
模
な
ど
空
間
的
側
面
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
を
行
う
と
と
も
に
、
②
在
京
武
士
の
居
住
形
態
（
寄
宿
形
態
、
家
屋
所
有
の
あ
り
方
な
ど
）

を
、
居
住
者
を
取
り
巻
く
武
士
・
寺
社
・
公
家
の
社
会
的
諸
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
論
じ
る
。
以
上
の
作
業
を
通
じ
て
、
当
時
の
在
京
武
士
の

存
在
形
態
に
関
す
る
実
証
的
基
礎
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
社
会
的
位
置
づ
け
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
な
お
、
主
に

分
析
対
象
と
す
る
時
期
は
、
武
士
が
本
格
的
に
下
中
に
進
出
す
る
南
北
朝
期
か
ら
、
在
京
武
士
の
大
半
が
下
国
し
、
そ
れ
ま
で
に
み
ら
れ
た
武

家
邸
宅
の
多
く
が
消
滅
す
る
契
機
と
な
っ
た
応
仁
・
文
明
の
乱
発
生
前
後
ま
で
と
す
る
。

4　（562）

①
　
林
屋
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」
（
閥
中
世
文
化
の
基
調
隔
東
京
大
学
出
版
会
、
　

　
九
五
三
年
、
初
二
一
九
五
〇
年
）
。

②
瀬
田
勝
哉
「
近
世
都
市
成
立
史
序
説
」
（
蜜
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日

　
本
社
会
経
済
史
研
究
㎞
中
世
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
）
、
仁
木
宏
『
京

　
都
の
都
市
共
潮
繋
と
権
力
㎞
（
思
文
鮒
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
、
五
島
邦
治
『
京
都

　
町
共
同
体
成
立
史
の
研
究
㎞
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
、
河
内
将
芳
『
中
世
京

　
都
の
民
衆
と
社
会
㎞
（
日
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

③
戸
田
芳
実
「
王
朝
都
市
論
の
問
題
点
」
（
『
初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
東
京
大

　
導
出
照
会
、
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
七
四
年
）
。

④
主
な
研
究
に
、
木
内
正
広
讐
鎌
倉
幕
府
と
都
市
京
都
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
七

　
五
号
、
　
九
七
七
年
）
、
上
島
享
「
法
勝
寺
創
建
の
歴
史
的
意
義
扁
（
『
嗣
本
中
世

　
社
会
の
形
成
と
王
権
触
名
古
屋
大
学
繊
面
会
、
エ
〇
一
〇
年
、
初
鵡
二
〇
〇
六

　
年
）
、
大
村
拓
生
　
『
中
世
｛
県
都
首
闘
都
払
咽
㎞
　
（
加
担
川
弘
文
館
、
　
二
〇
〇
山
学
年
）
、
野
口

　
出
門
中
世
前
期
の
権
力
と
都
市
扁
（
『
中
世
都
市
研
究
』
一
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）

　
な
ど
。

⑤
例
え
ば
林
麗
辰
三
郎
は
「
近
世
町
人
の
萌
芽
縣
た
る
「
町
衆
的
結
合
」
の
成
立

　
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
古
代
的
な
ミ
ヤ
コ
扁
か
ら
「
中
世
的
な
マ
チ
」
が
生

　
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
段
階
に
ま
で
遡
っ
て
説
明
を
試
み
て
い
る
（
前
掲
注
①
林
屋
論

　
考
〉
。
ま
た
瀬
田
勝
哉
は
土
地
所
有
の
観
点
か
ら
、
鎌
倉
後
期
頃
に
は
じ
め
る
経

　
済
発
展
を
き
っ
か
け
に
、
百
姓
に
よ
っ
て
地
主
的
土
地
所
有
が
否
定
さ
れ
て
ゆ
き
、

　
近
世
に
連
続
し
て
ゆ
く
共
同
体
的
土
地
所
有
が
次
第
に
実
現
・
体
制
化
し
て
ゆ
く

　
過
程
を
論
じ
て
い
る
（
前
掲
注
②
瀬
田
論
考
）
。

⑥
「
境
内
と
町
」
（
『
年
報
都
市
史
研
究
㎏
鶏
群
、
一
九
九
三
年
）
。

⑦
『
中
世
の
都
市
と
武
士
臨
（
吉
川
弘
文
館
、
～
九
九
六
年
、
二
～
三
頁
）
。

⑧
京
都
宙
編
『
京
都
の
歴
史
近
世
の
胎
動
睡
（
学
藝
書
林
、
一
九
六
八
年
、
三

　
五
～
＝
エ
ハ
頁
）
Q

⑨
　
中
世
都
市
に
居
住
す
る
武
士
の
存
在
形
態
の
研
究
は
、
秋
山
哲
雄
に
よ
る
鎌
倉

　
期
鎌
倉
の
分
析
（
「
都
市
鎌
倉
の
東
国
御
家
人
」
『
北
条
氏
権
力
と
都
市
鎌
倉
』
吉

　
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
。
本
稿

　
と
は
対
象
時
期
・
空
間
が
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
方
法
論
に
は
多
く
を
学
ん
だ
。

⑩
「
都
布
共
同
体
の
確
立
と
展
開
」
（
前
掲
注
②
仁
木
著
書
所
収
、
八
七
頁
）
、

　
「
都
市
構
造
の
変
容
」
（
同
著
書
所
収
、
一
＝
一
頁
）
。
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⑪
な
お
、
中
世
後
期
社
会
を
広
く
捉
え
よ
う
と
す
る
近
年
の
諸
研
究
で
も
、
武
家

　
勢
力
の
門
在
京
」
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
伊
藤
俊
～
は
室
町
期
に
お
け
る
沙

　
汰
人
馬
の
台
頭
と
門
職
」
の
一
円
化
に
対
応
し
た
新
た
な
段
階
の
荘
園
制
を
門
室

　
町
期
荘
園
制
」
と
規
定
し
、
そ
の
安
定
維
持
に
あ
た
っ
て
「
守
護
在
京
制
」
の
も

　
と
在
京
す
る
守
護
と
専
社
本
所
領
の
領
主
が
荘
圏
権
益
を
め
ぐ
っ
て
直
接
折
衝
す

　
る
場
が
重
要
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
総
括
と
課
題
」
『
室
町
期
荘
園
制
の

　
研
究
㎞
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
〉
。
ま
た
、
早
島
大
祐
は
「
守
護
在
京
制
」
の
成

　
立
に
よ
っ
て
京
都
人
口
が
増
加
し
、
京
都
の
商
品
市
場
や
都
鄙
交
通
の
進
展
が
も

　
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
（
「
中
世
後
期
社
会
の
展
開
と
首
都
」
『
首
都
の
経
済
と
室
町

　
幕
府
㎞
吉
川
弘
文
館
、
工
○
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）
。
さ
ら
に
、
山
田
徹

　
は
都
鄙
を
往
来
す
る
守
護
を
含
む
様
々
な
領
主
を
「
在
京
領
主
」
と
し
て
一
括
し

　
て
鼻
血
し
、
各
領
主
の
「
在
京
－
非
在
京
偏
の
別
に
よ
っ
て
中
世
後
期
社
会
の
展

　
開
を
捉
え
る
視
角
を
提
起
す
る
（
門
室
町
領
主
社
会
の
形
成
と
武
家
勢
力
」
『
ヒ
ス

　
ト
リ
ア
㎞
二
二
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）
。
か
か
る
研
究
動
向
を
踏
ま
え
て
も
、
轟

　
時
の
在
京
武
士
の
具
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

⑫
「
中
世
都
市
京
都
」
（
佐
藤
和
彦
他
編
魍
日
本
中
世
史
研
究
事
典
』
東
京
堂
畠

　
版
、
一
九
九
五
年
、
九
七
頁
）
。

⑬
川
上
貢
「
足
利
将
軍
御
所
の
研
究
」
（
『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究
臨
中
央
公
論
美

　
術
出
版
、
一
九
六
七
年
、
新
訂
版
二
〇
〇
二
年
出
版
）
。
ま
た
高
橋
康
央
「
足
利

　
義
満
の
「
王
都
ヒ
（
圃
海
の
門
京
都
虚
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、

　
初
出
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
も
室
町
殿
の
空
間
的
位
置
に
関
す
る
詳
細
な
分
析

　
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑭
「
土
御
門
四
丁
町
の
空
問
形
成
と
都
市
再
開
発
」
（
魍
中
世
京
都
都
市
史
研
究
㎞

　
山
群
閣
出
版
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）
。

⑮
「
室
町
期
京
都
の
都
市
空
間
と
幕
府
扁
（
『
日
本
史
研
究
睡
四
三
六
号
、
一
九
九

　
入
年
）
。

⑯
歴
代
将
軍
御
所
の
移
動
と
空
間
構
造
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
⑬
川
上
論
考
参
照
。

⑰
あ
ら
ゆ
る
時
期
の
分
布
図
が
将
軍
御
所
の
移
転
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
か
ら
、
逆
に
将
軍
御
所
に
よ
る
空
聞
規
定
性
が
強
調
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
論
じ
方

　
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
、
結
果
的
に
「
義
満
期
に
お
け
る
上
京
の
公
家
・
武
家

　
邸
宅
街
化
」
と
い
う
従
来
の
説
（
前
掲
註
⑧
『
京
都
の
歴
史
三
　
近
世
の
胎
動
臨
、

　
四
七
頁
）
が
補
強
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
高
橋
康
夫

　
が
「
在
京
武
士
団
の
居
住
形
態
は
（
中
略
）
お
お
よ
そ
将
軍
御
所
を
中
核
と
し
て

　
そ
の
周
辺
に
集
住
し
た
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
」
と
し
（
「
中
世
の
巨
大
都

　
市
・
京
都
」
前
掲
註
⑬
高
橋
康
夫
著
書
所
収
、
初
出
～
九
九
八
年
、
六
〇
頁
〉
、

　
ま
た
山
家
浩
樹
も
「
有
力
守
護
の
京
都
で
の
屋
敷
は
、
将
軍
の
居
所
で
あ
る
「
御

　
所
扁
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
」
（
「
室
町
幕
府
守
護
の
在
京
と
在

　
国
」
『
歴
史
と
地
理
臨
五
二
七
号
、
一
九
九
九
年
、
二
四
頁
）
と
す
る
な
ど
、
田

　
坂
の
評
価
が
他
の
各
研
究
へ
継
承
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

⑱
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
田
坂
に
よ
る
作
業
に
な
ら
い
、
在
京
武
士
の
在
所

　
を
中
世
後
期
の
諸
史
料
か
ら
抽
出
し
、
表
化
を
行
っ
た
。
そ
の
過
程
で
田
坂
の
作

　
成
し
た
地
図
に
な
い
諸
邸
宅
を
新
た
に
多
数
発
見
し
た
も
の
の
、
紙
幅
の
都
合
で

　
本
稿
に
は
掲
示
で
き
な
か
っ
た
。
本
成
果
に
つ
い
て
は
現
在
別
稿
に
よ
る
公
表
を

　
予
定
し
て
い
る
（
松
井
直
人
・
桃
崎
有
～
郎
「
中
世
後
期
京
都
・
京
郊
に
お
け
る

　
公
武
寺
社
の
在
所
一
覧
表
（
稿
）
」
（
『
中
世
京
都
と
室
町
政
権
の
首
府
構
想

　
（
仮
）
』
文
理
閣
）
に
収
録
予
定
）
。

⑲
前
掲
注
⑮
田
坂
論
考
、
七
〇
頁
。

⑳
本
稿
に
お
け
る
在
京
武
士
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
京
都
で
の
活
動

　
が
史
料
上
確
認
で
き
る
武
家
関
係
者
（
守
護
と
そ
の
被
官
衆
、
及
び
番
衆
・
奉
行

　
入
・
評
定
衆
な
ど
の
幕
府
直
臣
）
と
す
る
。
ま
た
、
鴨
川
以
西
の
都
市
域
を
指
す

　
言
葉
と
し
て
「
洛
中
」
を
用
い
る
。
そ
の
具
体
的
範
囲
に
つ
い
て
は
「
西
は
大
宮
、

　
東
は
東
朱
雀
、
北
は
清
蔵
口
（
鞍
馬
口
）
、
南
は
七
条
」
と
す
る
高
橋
康
夫
説
に

則
・
箭
饗
讐
罐
壽
殺
六
董
・
　
　
　
　
圃5



【
　
武
士
の
本
格
的
洛
中
進
出
と
南
北
朝
期
に
お
け
る
居
住
形
態
の
特
質

1
　
居
佳
形
態
の
多
様
性

　
南
北
朝
期
に
お
け
る
武
士
の
居
所
に
関
し
て
は
、
①
「
武
家
地
」
六
波
羅
が
廃
絶
す
る
一
方
で
、
洛
中
で
は
下
京
一
帯
、
と
り
わ
け
そ
の
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

部
を
中
心
的
居
住
区
域
と
す
る
鎌
倉
期
以
来
の
空
問
構
造
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
、
②
将
軍
御
所
に
空
間
構
造
上
の
求
心
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
に
関
し
て
は
結
城
氏
の
「
四
条
東
洞
院
地
」
、
小
早
川
氏
の
「
四
条
油
小
路
敷
地
」
な
ど
、
鎌
倉
期
に
幕
府
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

家
人
を
務
め
て
い
た
武
士
の
邸
宅
地
が
な
お
継
続
的
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
著
名
な
佐
々
木
六
角
氏
の
「
六
角
東
洞
院
」
邸
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
氏
頼
ヵ
）
、
、
④

「
佐
々
木
三
郎
兵
衛
尉
頼
氏
六
角
東
洞
院
旧
跡
立
屋
、
今
日
立
刀
上
棟
也
」
と
み
え
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
史
料
的
に
も
確
認
で
き
る
。
た
だ

し
、
邸
宅
地
が
前
代
か
ら
継
承
さ
れ
る
例
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
非
御
家
層
も
含
む
在
京
武
士
の
居
所
が
大
幅
に
増
加
し
た
の
は
大
量
の
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

士
が
京
都
に
流
入
し
た
と
さ
れ
る
南
北
朝
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
②
に
関
連
し
て
は
「
此
問
三
條
坊
門
武
家
第
以

下
物
二
心
、
有
二
用
心
事
↓
近
辺
小
屋
或
傘
下
却
之
↓
或
点
定
、
可
レ
居
二
心
安
之
輩
一
云
々
」
な
る
記
述
か
ら
、
足
利
直
義
が
自
邸
の
周
囲
に
「
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

安
之
輩
」
を
居
住
さ
せ
る
た
め
に
「
近
辺
小
屋
」
を
取
り
壊
し
、
新
た
に
集
住
地
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
田
坂
が
作
成

し
た
図
に
よ
れ
ば
、
将
軍
御
所
の
周
辺
に
は
守
護
職
保
持
者
や
幕
府
直
臣
な
ど
様
々
な
身
分
の
者
の
居
所
が
見
て
取
れ
、
当
該
地
に
は
武
士
が

充
満
す
る
景
観
が
現
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
み
ら
れ
る
小
屋
の
破
壊
を
伴
う
強
引
な
居
所
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
御
所
周

辺
と
い
う
場
の
特
質
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
し
い
。
そ
こ
で
、
他
の
諸
史
料
も
含
め
て
個
々
の
武
士
の
居
住
形
態
を
広
く
考
察
し
て
ゆ

く
と
、
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
に
留
ま
ら
な
い
多
様
な
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
以
下
、
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
自
ら
の
邸
宅
の
留
守
を
任
せ
る
た
め
、
他
の
武
士
に
留
守
を
「
借
住
」
さ
せ
た
り
、
上
洛
し
て
き
た
武
士
を
自
邸

に
寄
宿
さ
せ
た
り
、
在
京
武
士
か
ら
土
地
を
買
得
し
た
り
と
、
武
士
ど
う
し
の
聞
で
居
所
の
融
通
・
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
例

6　（564）



南北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井）

　
　
　
（
一
三
四
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
£
三
六
七
）

え
ば
、
康
永
四
年
五
月
、
六
角
氏
頼
は
近
江
に
在
国
す
る
間
の
留
守
を
長
井
誌
面
に
任
せ
て
お
り
、
貞
治
六
年
七
月
、
上
杉
憲
顕
は
上
野
圏
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
二
三
三
六
）

ら
上
洛
し
て
き
た
際
に
、
同
じ
足
利
氏
根
本
被
官
で
あ
る
大
草
氏
の
邸
宅
に
寄
宿
し
て
い
る
。
建
武
三
年
に
は
、
高
一
族
に
属
し
て
各
地
を
転

戦
し
て
い
た
毛
利
時
親
が
、
自
身
の
下
向
許
可
を
求
め
た
際
に
高
師
泰
か
ら
在
京
の
継
続
を
促
さ
れ
、
「
在
京
料
所
」
と
し
て
「
京
屋
地
」
を

　
　
　
　
　
　
⑨

宛
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
屋
地
」
は
一
時
毛
利
氏
の
「
京
都
代
官
預
白
崎
入
道
」
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
そ
の
後
、
赤
松
氏
に
売
却
さ
れ
て

い
る
。
重
苦
の
在
京
武
士
間
に
お
け
る
居
所
の
融
通
の
存
在
を
示
す
興
味
深
い
事
例
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
在
京
武
士
の
問
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
、
居
所
の
確
保
に
あ
た
っ
て
個
々
の
人
的
つ
な
が
り
が
大
い
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
方
、
公
家
関
係
者
の
敷
地
や
寺
社
境
内
に
武
士
が
居
所
を
得
て
い
る
例
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
先
程
見
た
長
井
広
秀
は
六
角
氏
の
邸
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
移
る
前
、
中
原
師
悪
症
の
「
東
寝
殿
」
に
「
多
年
借
住
」
し
て
お
り
、
山
名
氏
も
上
洛
時
の
在
所
を
北
野
社
や
近
衛
家
に
借
用
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
た
祇
園
社
執
行
顕
詮
の
邸
宅
の
一
つ
が
存
在
し
た
と
い
う
「
四
条
坊
門
」
に
も
、
幕
府
奉
行
人
な
ど
多
数
の
武
士
が
宿
所
を
得
て
い
た
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

定
の
軍
勢
を
伴
う
い
わ
ゆ
る
軍
勢
寄
宿
の
際
に
は
、
鴨
川
東
岸
に
所
在
し
た
寺
社
と
そ
の
周
辺
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
公

家
・
寺
社
管
轄
空
間
に
対
す
る
武
士
の
寄
宿
行
為
の
背
景
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
は
佐
々
木
導
誉
（
京
極
高
科
）
の
事
例
で
あ
る
。
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

著
名
な
「
四
条
京
極
」
邸
に
居
所
を
据
え
る
以
前
、
祇
園
社
境
内
の
「
高
橋
屋
」
に
居
住
し
て
い
た
。
高
橋
屋
の
「
地
主
」
憲
法
房
が
山
門
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
（
一
三
五
二
）

係
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
導
誉
が
正
平
七
年
頃
か
ら
山
門
造
営
奉
行
に
任
命
さ
れ
て
山
門
・
祇
園
社
と
密
接
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
居
所
は
導
誉
と
山
門
系
勢
力
と
の
社
会
関
係
に
支
え
ら
れ
て
確
保
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
事
例
か
ら
は
、
当
時
相
当
数
の
武
士
が
、
武
家
社
会
内
部
に
と
ど
ま
ら
な
い
様
々
な
勢
力
と
の
社
会
関
係
を
利
用
し
て
、
京
都
に
お

け
る
居
所
を
獲
得
・
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
の
在
京
は
居
住
者
自
身
で
完
結
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
居
所
を
提
供
す
る

寺
社
本
所
関
係
者
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
人
々
の
存
在
の
上
に
成
立
し
て
い
た
側
面
も
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

7　（565）
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家
屋
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定
に
対
す
る
幕
府
の
姿
勢
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前
節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
「
借
住
」
の
よ
う
な
居
住
形
態
は
、
居
住
者
で
あ
る
武
士
が
当
該
空
間
を
支
配
す
る
寺
社
本
所
と
主
体
的
に
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

渉
な
ど
を
経
た
上
で
成
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
当
然
な
が
ら
、
幕
府
や
将
軍
な
ど
武
家
方
を
経
由
し
て
居
所
を
確
保
す
る
者
も
存

在
し
た
。
武
家
方
を
介
し
て
居
所
が
獲
得
さ
れ
る
契
機
と
し
て
は
、
ま
ず
将
軍
か
ら
の
難
所
地
拝
領
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
実
際
の
例
と
し
て
、

九
州
の
国
人
で
あ
る
田
原
氏
が
南
北
朝
最
初
期
と
み
ら
れ
る
貞
広
の
代
に
「
御
所
ほ
う
こ
う
」
に
よ
っ
て
「
六
條
い
の
く
ま
の
屋
地
三
反
」
を

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
【
三
五
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

拝
領
し
た
こ
と
、
ま
た
佐
々
木
導
誉
が
延
文
元
年
に
「
四
条
京
極
四
楽
々
」
の
敷
地
を
義
詮
か
ら
拝
領
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

当
時
、
武
士
が
将
軍
か
ら
の
恩
給
と
い
う
形
で
京
都
に
邸
宅
地
を
獲
得
し
て
い
る
事
例
は
、
実
は
こ
れ
以
上
管
見
に
触
れ
な
い
。
南
北
朝
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

み
え
る
武
士
の
居
所
は
室
町
期
ま
で
連
続
し
な
い
も
の
が
多
い
と
の
指
摘
も
踏
ま
え
る
と
、
将
軍
か
ら
の
屋
地
拝
領
は
当
時
さ
ほ
ど
｝
般
的
な

こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
前
節
に
お
い
て
洛
中
東
部
の
将
軍
御
所
周
辺
に
お
け
る
武
士
の
居
所
確
保
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
卜
定

（
差
し
押
さ
え
）
行
為
で
あ
る
。
そ
の
史
料
に
は
「
三
業
坊
門
武
家
第
以
下
物
書
」
と
あ
り
、
か
か
る
行
為
が
当
地
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
私
宅
点
定
」
の
禁
止
、
及
び
旧
南
朝
方
京
中
帯
の
返
却
を
謳
っ
た
「
建
武
式
目
」
第
五
条
の
規
定
に
み
え
る
よ
う
に
、

強
引
な
敷
地
・
家
屋
の
収
用
は
、
幕
府
と
し
て
な
る
べ
く
回
避
す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
。
実
際
に
、
先
に
取
り
上
げ
た
長
井
広
秀
は
中
原
家

の
「
東
寝
殿
」
を
中
原
顕
職
の
「
拝
賀
時
分
偏
に
合
わ
せ
て
返
却
し
て
お
り
、
彼
に
既
存
の
領
主
権
を
侵
害
し
て
ま
で
自
ら
の
拠
点
を
強
引
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

確
保
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
は
窺
い
が
た
い
。
で
は
、
多
く
の
寺
社
本
所
領
が
散
在
す
る
京
都
に
鷹
下
の
武
士
を
居
住
さ
せ
せ
ね
ば
な
ら
な
い

立
場
に
あ
る
室
町
幕
府
は
、
武
士
の
居
所
確
保
に
対
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
次
の
史
料
に

着
目
し
て
み
よ
う
。

　
（
端
裏
書
）
涜
韓
雑
請
文
・
張
饒
敷
渉
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（
佐
々
木
仲
親
）

乱
取
東
寺
雑
掌
ハ
掠
二
申
高
辻
東
洞
院
敷
地
「
事
、
庁
宣
井
申
状
具
書
等
、
謹
拝
見
豊
島
、
抑
彼
屋
者
、
佐
々
木
備
中
入
道
侍
所
管
領
之
時
、
令
レ
噛
癖
定
之
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
階
堂
行
朝
）

居
住
之
刻
、
死
去
之
間
、
子
息
同
五
郎
左
衛
門
尉
相
続
之
処
、
道
本
無
二
居
所
｝
之
由
、
於
二
武
家
一
思
レ
嘆
二
申
之
↓
為
二
信
濃
入
道
行
珍
奉
行
↓
被
レ
借
一
用
彼

屋
一
渡
二
給
之
一
畢
、
而
何
丈
本
塩
而
非
分
居
住
之
由
単
二
掠
申
一
哉
、
存
外
之
申
状
也
、
所
詮
云
二
点
定
之
本
主
ハ
云
二
借
用
之
奉
行
↓
現
在
之
上
者
、
雑
掌
有
二

所
存
一
真
、
於
【
武
家
｝
返
給
之
旨
可
レ
申
レ
之
欺
、
次
華
屋
事
号
工
伊
予
房
円
田
↓
為
二
佐
渡
廷
尉
儲
奉
行
↓
去
年
即
応
九
月
十
四
日
、
申
二
成
庁
宣
一
候
畢
、
今
又

号
二
東
寺
御
影
堂
灯
明
料
所
↓
捧
二
藍
鍮
法
印
挙
状
↓
所
レ
申
二
子
綱
｝
也
、
如
レ
此
変
々
両
様
造
沙
汰
露
顕
之
時
、
被
レ
棄
二
置
訴
訟
｝
之
条
、
古
今
定
法
欺
、
以
二

此
旨
一
可
レ
有
二
御
披
露
一
候
、
恐
憧
謹
言
、

　
　
犀
麩
勉
三
月
廿
三
日
　
　
　
沙
弥
渠
・
文
（
花
恥
）

　
本
史
料
は
、
使
庁
に
お
い
て
東
寺
御
影
堂
灯
明
料
所
で
あ
る
「
高
辻
東
洞
院
敷
地
」
を
め
ぐ
っ
て
東
寺
車
掌
と
二
階
堂
道
本
の
間
で
相
論
が

発
生
し
た
際
に
道
本
が
提
出
し
た
請
文
で
あ
る
。
道
本
に
よ
れ
ば
問
題
の
家
屋
は
佐
々
木
仲
親
が
侍
所
に
就
任
し
て
い
た
際
に
点
定
さ
れ
た
も

の
で
、
本
人
が
死
去
し
た
後
に
子
息
の
五
郎
左
衛
門
尉
に
相
伝
さ
れ
た
。
し
か
し
道
本
が
「
無
　
居
所
一
」
と
い
う
こ
と
を
幕
府
に
訴
え
た
た
め
、

幕
府
は
二
階
堂
行
珍
を
奉
行
と
し
て
当
該
の
家
屋
を
五
郎
左
衛
門
尉
か
ら
借
用
し
、
道
本
に
「
渡
給
」
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
東
寺
は
、
道
本
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
四
～
）
⑳

当
所
に
「
非
分
居
住
」
し
て
い
る
と
し
て
、
暦
応
四
年
、
当
該
家
屋
の
領
有
を
証
す
る
庁
宣
を
獲
得
、
さ
ら
に
今
回
「
俊
鍮
法
印
挙
状
」
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

出
し
、
使
庁
に
敷
地
の
回
復
を
申
請
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
請
文
の
内
容
か
ら
以
下
の
点
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
こ
の
閾
所
管
麗
が
評
定
衆
二
階
堂
行
草
を
介
し
て
幕
府
か
ら
頒
給
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
道
本
が
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
史
料
は
訴
訟
史
料
で
あ
り
、
家
屋
知
行
の
正
当
性
を
主
張
す
る
道
本
側
の
虚
構
を
含
む
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

能
性
は
あ
る
も
の
の
、
在
京
武
士
が
幕
府
関
係
者
の
所
縁
を
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
閾
所
屋
を
獲
得
し
得
る
場
合
が
あ
っ
た
事
実
が
知
ら
れ
る
。

た
だ
し
東
寺
に
と
っ
て
、
領
内
の
閾
質
屋
が
在
京
武
士
層
内
部
で
相
伝
さ
れ
て
い
る
現
状
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
当
地
が
押
領
さ
れ
て
い
る
状
態

に
等
し
い
。
本
請
文
の
端
書
の
文
言
に
は
「
高
辻
東
洞
院
敷
地
事
」
と
み
え
、
ま
た
、
後
に
出
さ
れ
た
道
本
の
重
訴
状
に
よ
れ
ば
、
東
寺
雑
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
「
（
相
論
の
対
象
は
）
非
二
為
事
一
」
と
主
張
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
家
屋
の
建
つ
「
敷
地
」
の
領
有
権
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
ま
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ま
武
家
方
に
よ
る
家
屋
の
相
伝
が
続
き
、
高
辻
東
洞
院
の
「
屋
地
」
（
家
屋
＋
敷
地
）
全
体
に
対
す
る
支
配
が
無
実
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
敷
地

團
復
の
た
め
の
訴
訟
に
及
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
武
家
方
が
、
問
題
を
あ
く
ま
で
係
争
地
上
の
「
家
屋
」
に
限
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
道
本
の
重
訴
状
に
お
い
て
彼

は
「
地
主
与
二
屋
主
　
各
別
之
由
事
共
、
於
二
武
家
一
可
二
落
居
」
と
し
て
、
家
屋
と
敷
地
の
支
配
権
が
そ
れ
ぞ
れ
別
物
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

幕
府
の
方
で
判
断
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
道
本
は
屋
主
と
し
て
の
自
身
の
居
住
は
東
寺
の
土
地
支
配
権
に
抵
触
す
る
行
為
で

は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
幕
府
も
、
本
件
に
お
け
る
一
連
の
対
応
を
見
る
限
り
、
土
地
と
家
屋
の
権
益
を
別
個
の
も
の
と
し
て
認
識
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
訴
訟
を
経
て
女
皇
道
本
の
居
住
は
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
後
に
別
の
武
士
が
「
高
辻
東
洞

院
」
地
に
居
住
し
た
際
に
は
、
「
御
用
之
導
者
、
雛
レ
為
二
何
時
↓
可
二
返
進
一
」
と
の
文
言
を
備
え
た
請
文
が
東
寺
に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
と
も
当
分
の
問
当
地
は
東
寺
領
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
幕
府
は
要
請
が
あ
れ
ば
閾
所
家
屋
を
貸
し
出
し
て
在
京
武
士
に
居
所
を
提
供
す
る
場
合
が
あ
っ
た
一
方
、
そ
の
行
為
は
土
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

関
す
る
寺
社
本
所
の
権
益
を
収
督
す
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
幕
府
側
の
論
理
で
あ

り
、
実
際
に
領
主
側
か
ら
こ
の
よ
う
な
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
て
も
、
幕
府
に
よ
る
武
士
に
対
す
る
京
都
居
住
の

保
障
は
限
界
性
を
孕
ん
で
い
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
れ
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
在
京
武
士
相
互
で
の
「
屋
地
」
の
融
通
が
、
幕
府
を
介
す
こ

と
な
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
整
合
的
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
武
士
間
に
お
け
る
居
所
の
融
通
は
南
北
朝
期
以
降
に
は
検
出
で
き
ず
、
当
該
期
特
有
の
現
象
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
考
察
し

て
き
た
「
借
住
扁
の
よ
う
な
、
臨
時
的
性
格
の
強
い
居
住
形
態
が
広
く
見
ら
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
第
一
に
慢
性
的
な
内
乱
の
影
響
を
考
慮
せ

ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
在
京
武
士
に
み
ら
れ
た
居
住
形
態
の
特
質
は
、
流
動
的
な
政
治
状
況
と
密
接
に
関
係
し
あ
う
中
で
立
ち
現
れ

て
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
次
章
以
降
で
は
南
北
朝
期
に
お
け
る
在
京
武
士
の
居
住
形
態
が
、
権
力
の
安
定
期
を
迎
え
た
室
町
幕
府
の
も
と
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で
い
か
な
る
展
開
を
み
せ
、
ま
た
い
か
な
る
特
質
を
備
え
る
に
至
っ
た
の
か
、
詳
し
く
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

南北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井）

①
　
は
じ
め
に
注
④
木
内
論
考
。

②
　
は
じ
め
に
注
⑮
田
坂
論
考
、
四
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
一
二
ご
【
六
〉

③
本
章
注
①
木
内
論
考
、
二
六
頁
参
照
。
結
城
氏
　
延
元
元
年
四
月
二
日
「
結
城

　
宗
広
譲
状
案
」
（
「
白
河
古
事
考
所
収
文
書
」
　
号
、
『
福
島
県
史
㎞
七
巻
、
五
二

　
二
頁
）
、
小
早
川
氏
一
康
永
四
年
五
月
＝
エ
日
「
検
非
違
使
別
当
宣
」
（
『
小
早
川

　
本
文
書
冊
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
一
一
、
六
二
号
）
。

　
　
　
　
　
　
（
＝
漏
四
二
）

④
呪
師
守
記
㎞
康
永
元
年
六
月
二
臼
条
。

⑤
㎎
太
平
疎
隔
巻
一
二
、
「
安
鎮
国
家
法
事
付
諸
大
将
恩
賞
事
」
の
門
国
々
ノ

　
武
士
共
、
一
人
モ
不
レ
面
上
リ
集
ケ
ル
間
、
京
・
自
河
二
充
満
シ
テ
」
な
る
記
述

　
な
ど
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
（
一
三
四
九
）

⑥
『
園
太
腿
』
貞
和
五
年
閏
六
月
二
日
条
。

⑦
『
師
単
記
』
康
永
四
年
五
月
目
入
日
条
。

⑧
『
師
守
記
』
貞
治
六
年
七
月
八
日
条
。

⑨
『
毛
利
家
文
書
』
（
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
八
、
一
五
号
）
。

⑩
上
杉
憲
顕
の
例
に
関
し
て
家
永
遵
嗣
は
、
「
十
四
世
紀
後
半
ま
で
は
足
利
氏
根

　
本
被
官
相
互
の
結
び
つ
き
は
生
き
た
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し

　
て
い
る
（
「
足
利
義
教
初
期
に
お
け
る
将
軍
近
習
の
動
向
」
明
室
町
幕
府
将
軍
権
力

　
の
研
究
㎞
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
八
年
、
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
…
三
五
五
）

　
九
九
頁
）
。
た
だ
し
、
『
園
太
暦
㎞
文
和
四
年
四
月
二
三
日
条
に
は
細
州
清
氏
が
領

　
す
る
敷
地
に
お
い
て
仁
木
義
長
が
作
事
を
企
て
、
あ
わ
や
合
戦
に
発
展
し
か
か
っ

　
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
当
待
洛
中
の
敷
地
を
め
ぐ
っ
て
、
武
士
ど
う
し

　
の
抗
争
が
発
生
し
う
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
部
武
士
の
連
帯
行
動

　
も
、
安
定
さ
を
欠
く
政
治
情
勢
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
よ

　
う
に
思
わ
れ
る
。

⑪
　
　
欄
師
守
記
㎞
康
永
四
年
五
月
二
九
日
条
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
｝
瓢
一
論
ハ
四
）

⑫
噸
後
愚
昧
記
』
貞
治
三
年
三
月
一
六
日
条
、
『
師
守
記
㎞
貞
治
三
年
八
月
工
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
四
九
V

　
二
条
。
な
お
、
『
北
野
社
家
日
記
』
宝
徳
元
年
一
～
月
一
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
北

　
野
社
松
梅
院
が
山
名
氏
の
邸
宅
の
家
見
を
行
っ
て
お
り
、
北
野
社
関
係
者
と
山
名

　
氏
は
長
き
に
わ
た
っ
て
交
流
関
係
を
維
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

⑬
辻
浩
和
門
南
北
朝
期
祇
園
社
に
お
け
る
居
住
と
住
宅
」
（
『
立
命
館
文
学
臨
六
三

　
七
号
、
二
〇
一
四
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
四
三
）

⑭
『
社
家
記
録
㎞
康
永
二
年
一
〇
月
七
日
条
の
山
口
弾
正
左
衛
門
、
『
同
』

　
（
一
三
五
〇
）

　
観
応
元
年
八
月
二
〇
日
豊
の
諏
訪
神
左
衛
門
な
ど
。

⑮
中
世
の
軍
勢
寄
宿
に
関
し
て
は
高
橋
慎
…
朗
「
軍
勢
の
寄
宿
と
都
市
住
民
」

　
（
は
じ
め
に
注
⑦
高
橋
慎
一
朗
著
書
所
収
、
初
出
一
九
九
四
年
）
に
詳
し
い
。

⑯
闘
師
守
記
㎞
貞
治
六
年
五
月
二
四
日
条
に
み
え
る
土
岐
頼
康
が
「
白
河
光
堂
」

　
に
寄
宿
し
た
事
例
、
糊
同
㎞
同
年
六
月
一
四
日
条
に
み
え
る
楠
木
正
儀
が
清
水
坂

　
に
宿
を
取
っ
た
事
例
な
ど
。

⑰
「
金
蓮
寺
文
書
」
（
『
大
日
本
史
料
』
六
一
六
、
七
七
七
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
（
｝
三
近
二
〉

⑱
『
社
家
記
録
』
観
応
三
年
三
月
四
日
条
。

⑲
三
枝
暁
子
「
山
門
・
祇
園
社
の
本
末
関
係
と
京
都
支
配
」
（
『
比
叡
山
と
室
町
幕

　
府
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
～
年
、
四
二
～
四
三
頁
）
。

⑳
　
森
賢
路
『
佐
々
木
導
誉
㎏
（
吉
用
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
九
九
頁
も
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
（
｝
三
五
〇
）

⑳
　
　
門
社
家
記
録
㎞
貞
和
六
年
正
月
一
四
B
粂
に
、
吉
良
氏
被
窟
と
み
ら
れ
る
「
高

　
丹
州
」
な
る
武
士
が
「
四
条
坊
門
屋
」
の
借
用
交
渉
を
行
っ
て
い
る
様
子
が
記
さ

　
れ
て
い
る
。

⑫
　
　
『
大
分
県
史
料
』
一
三
、
「
草
野
文
書
」
～
九
号
。

⑬
　
　
門
金
蓮
専
文
書
扁
（
『
大
日
本
史
料
臨
六
一
六
、
七
七
七
頁
）
。
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⑳
本
章
注
②
田
坂
論
考
所
収
の
韻
図
を
参
照
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
鎌
倉
期
か

　
ら
の
由
緒
を
備
え
る
邸
宅
地
が
以
降
も
長
年
相
伝
さ
れ
て
ゆ
く
点
は
注
意
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
嗣
【
嵩
＝
一
山
ハ
）

　
で
あ
る
。
例
え
ば
、
建
武
元
年
に
後
醍
醐
天
皇
の
論
旨
（
「
皆
川
文
書
」
噸
福
島
県

　
史
魅
七
巻
、
八
六
六
頁
）
に
よ
っ
て
「
五
条
東
洞
院
西
衛
角
地
」
の
管
領
を
証
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
一
　
四
　
一
　
三
）

　
れ
て
い
る
長
沼
氏
は
応
永
二
〇
年
に
至
っ
て
も
「
京
都
・
鎌
倉
屋
地
等
扁
を
「
重

　
代
相
伝
」
し
て
い
る
（
「
長
沼
義
秀
譲
状
」
同
、
同
頁
）
。
ま
た
、
鎌
倉
期
以
来
の

　
在
京
人
で
あ
る
小
早
辮
氏
は
、
最
終
的
に
　
六
世
紀
初
頭
ま
で
洛
中
の
敷
地
を
相

　
罪
し
、
ま
た
将
軍
か
ら
の
安
堵
を
得
て
い
る
事
実
が
確
認
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
彼

　
ら
の
よ
う
に
鎌
倉
～
室
町
期
を
通
じ
て
安
定
的
に
「
地
」
の
支
配
権
を
保
有
し
続

　
け
る
者
が
、
在
京
武
士
の
中
で
多
数
派
で
あ
っ
た
と
は
想
定
し
が
た
い
。

⑳
　
　
画
譜
太
麿
㎞
貞
和
五
年
閏
六
月
二
日
置
。

⑳
　
　
「
建
武
式
旨
」
第
五
条
「
京
中
空
地
可
レ
被
レ
返
二
本
主
一
事
」
（
佐
藤
進
一
・
池

　
内
義
畔
編
田
中
世
法
制
史
料
集
臨
第
二
巻
）
。

⑳
　
　
『
師
守
記
』
康
永
四
年
五
月
二
九
箇
条
。

⑳
）
　
「
二
階
堂
道
本
請
文
」
（
「
東
寺
百
合
文
書
扁
『
大
日
本
史
料
』
六
f
九
、
四
四

　
〇
頁
）
。

⑳
俊
鍮
は
当
時
東
寺
廿
一
口
供
僧
方
評
定
の
構
成
員
で
あ
っ
た
（
富
田
正
弘
「
中

　
世
東
寺
の
寺
院
組
織
と
文
書
授
受
の
構
造
」
『
資
料
館
紀
要
㎞
八
号
、
一
九
八
○

　
年
）
。

⑳
　
本
史
料
よ
り
羽
下
徳
彦
は
、
当
時
「
武
家
の
輩
の
知
行
に
帰
し
た
学
卒
は
幕
府

　
の
裁
判
権
に
属
す
る
と
の
主
張
が
、
既
に
存
し
た
と
見
ら
れ
（
中
略
V
幕
府
の
屋

　
地
裁
判
権
の
掌
握
に
一
つ
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
（
「
室

　
町
幕
府
侍
所
考
扁
小
用
信
編
『
論
集
潤
本
歴
史
五
　
室
晦
政
権
匝
有
精
堂
出
版
、

　
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
六
三
・
六
四
年
）
、
小
林
保
夫
は
、
後
に
幕
府
の
闊
所

　
屋
地
処
分
を
管
轄
し
た
「
地
方
扁
の
職
務
の
淵
源
が
「
借
用
之
奉
行
」
に
あ
っ
た

　
点
を
推
測
し
て
い
る
（
「
地
方
頭
人
考
」
凹
史
林
』
五
入
一
五
号
、
　
一
九
七
五
年
、

　
一
三
六
頁
）
。
本
相
論
の
経
緯
と
関
達
史
料
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料

　
館
歴
史
資
料
課
編
『
第
～
回
東
寺
百
合
文
書
農
　
中
世
の
京
都
』
、
一
九
八
五
年
、

　
二
八
～
三
一
買
を
参
照
。

＠
　
初
期
室
町
幕
府
の
評
定
衆
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
開
創
期
の
官

　
制
体
系
」
（
隅
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書
庸
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
一
九
六
〇

　
年
）
参
照
。

⑫
　
爾
北
朝
期
の
幕
府
政
所
に
お
い
て
「
闘
所
注
文
」
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と

　
に
武
士
に
対
し
て
京
都
近
辺
の
所
職
が
宛
行
わ
れ
て
い
た
徴
証
が
あ
る
こ
と

　
（
『
師
貼
薬
㎞
貞
治
三
年
六
月
一
五
日
条
）
、
当
時
二
階
堂
氏
が
政
所
執
事
を
務
め

　
る
場
合
が
多
く
、
行
珍
も
暦
応
元
年
ま
で
政
所
頭
人
を
務
め
て
い
た
指
摘
が
あ
る

　
こ
と
（
噸
国
史
大
辞
典
㎞
「
政
所
」
項
、
桑
山
浩
然
筆
）
な
ど
に
鑑
み
る
と
、
こ
の

　
頃
、
洛
中
請
所
家
子
の
頒
給
が
幕
府
政
所
関
係
の
業
務
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
可

　
能
性
も
あ
る
。
森
茂
暁
㎎
増
補
改
訂
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
（
思
文
閣

　
出
版
、
二
〇
〇
入
年
）
、
三
五
九
頁
参
照
。

⑬
　
康
永
元
年
一
〇
月
渇
門
道
本
重
訴
状
」
（
「
東
寺
百
合
文
書
」
『
大
日
本
史
料
』

　
六
一
九
、
四
四
二
頁
）
。

⑭
　
本
章
注
⑳
『
第
一
圏
東
寺
百
合
文
書
展
　
中
世
の
京
都
臨
、
二
九
頁
。

⑳
　
延
文
元
年
八
月
六
日
「
安
威
性
遵
請
文
」
（
「
東
寺
百
合
文
書
」
ヨ
函
、
　
〇
五

　
　
　
　
　
　
（
｝
四
四
二
）

　
号
）
。
た
だ
し
嘉
吉
二
年
四
月
日
［
東
寺
領
洛
中
散
在
敷
地
注
文
」
（
「
來
寺
百
合

　
文
書
」
ト
函
、
一
〇
〇
号
）
に
よ
る
と
、
高
辻
東
洞
院
地
は
門
近
年
不
知
行
」
と

　
さ
れ
て
お
り
、
東
寺
に
よ
る
下
地
支
配
は
い
ず
れ
か
の
段
階
で
頓
挫
し
た
こ
と
が

　
知
ら
れ
る
。

⑳
　
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
注
⑳
に
掲
げ
た
両
研
究
が
、
こ
の
道
本
の
事
例
を
も
と

　
に
「
屋
」
と
門
地
」
双
方
に
及
ぶ
幕
府
権
限
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
点
に
は
従

　
い
が
た
い
。
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二
　
室
町
期
在
京
守
謹
家
の
諸
邸
宅
と
そ
の
特
質

南北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井）

1

室
町
期
「
大
名
邸
宅
」
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
田
坂
泰
之
は
い
く
つ
か
の
武
士
の
邸
宅
が
上
京
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
義
満
期
を
「
上
京
に
武
家
が
集
住
す
る
第
一
の
画
期
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
本
稿
で
は
義
満
期
以
降
を
「
室
町
期
」
と
仮
称
）
。
田
坂
の
あ
げ
る
義
満
期
の
事
例
は
僅
か
で
あ
る
も
の
の
、
当
該
期
、

上
京
地
域
に
武
家
邸
宅
が
進
出
し
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
南
北
朝
期
に
見
ら
れ
た
武
家
邸
宅
の
多
く
が
｝
旦
こ
の
頃
に
史
料
か
ら
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
な
く
な
る
こ
と
に
加
え
、
義
満
が
室
町
殿
や
相
国
寺
の
造
営
に
際
し
、
「
近
辺
敷
地
」
を
強
引
に
閾
所
化
し
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、

彼
の
権
勢
と
、
武
士
の
上
京
へ
の
進
出
傾
向
を
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
室
町
殿
造
営
後
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
り
な
が
ら
三
条
坊
門
邸
近
辺
の
敷
地
が
武
士
に
対
し
て
打
渡
さ
れ
て
い
る
事
例
も
み
え
、
彼
ら
に
対
し
て
、
既
存
邸
宅
を
廃
棄
さ
せ
る
ま
で

の
上
京
集
住
策
が
一
挙
に
行
わ
れ
た
と
は
評
価
で
き
な
い
。
景
観
的
な
面
か
ら
の
み
震
え
ば
、
義
満
期
に
至
り
、
武
士
の
居
住
域
が
上
京
域
へ

も
「
拡
大
し
た
」
と
捉
え
る
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
当
該
期
に
武
士
の
居
住
域
が
一
層
増
加
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
以
上
の
傾
向
を
お
さ
え
た
上
で
特
筆
す
べ
き
点
の
　
つ
は
、
義
満
期
か
ら
義
持
期
に
か
け
て
、
室
町
期
を
通
じ
て
継
続
的
に
利
用
さ
れ
る
有

力
守
護
家
の
邸
宅
（
以
降
、
「
大
名
邸
宅
」
と
規
定
）
が
特
定
の
地
点
に
定
着
し
、
そ
れ
を
核
と
し
た
一
族
及
び
被
官
の
集
住
地
が
本
格
的
に
形
成

さ
れ
て
ゆ
く
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
彼
ら
有
力
在
京
守
護
家
の
「
大
名
邸
宅
」
の
考
察
か
ら
始
め
た
い
。
そ
れ
ら
を
地
図
に
落

と
し
た
も
の
が
《
参
考
図
》
で
あ
る
。

　
な
お
、
単
純
に
有
力
守
護
が
居
住
し
た
と
い
う
意
味
で
「
大
名
邸
宅
」
と
位
置
づ
け
う
る
邸
宅
は
南
北
朝
期
に
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
泉
新
造
」
と
の
記
述
が
み
え
る
仁
木
義
長
邸
、
軍
事
利
用
の
徴
証
が
あ
る
赤
松
氏
邸
な
ど
は
一
定
度
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
規
模
は
史
料
的
に
明
ら
か
に
し
え
ず
、
ま
た
「
大
名
邸
宅
」
と
し
て
は
い
ず
れ
も
室
町
期
ま
で
連
続
し
な
い
。
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参考図　「大名邸宅」・「第二の邸宅」位置図

＊交差点上に番号を置いた邸宅は

kの通名のみで示されるなどの

ｪ確定できないもの。なお南北

^せず，四条以南の邸宅につい
町

4 6 b．

：学

¥

北小路

⑤

内裏

武者小路

齒�

ｳ親町

y御門

骼i

ヒ、

近衛

6 ．
1

勘
中
’

由小路

春日

大’

冷泉

5
二条

門
東
朱
雀

7 三 坊F 殿

押小路

O条坊門

o小路

O条

Z角

l条坊門
@
錦
小
路
8

11

四条

　　　　　　　大猪堀油西町室烏東高万富京
　　　　　　　宮熊川小洞　 町丸洞倉里小極　　　　　　　　　　　　路　院　　　　　　　院　　　小　路
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　路

〈記載方法〉

「大名邸宅」；1，2，3…（複数確認できる場合a，b…の枝番を付した。「第二の邸宅」も同様）

「第二の邸宅」＝①②，③…（史料典拠は《表2》参照。「大名邸宅」の番号と家が対応）
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南北朝・室「賑期京都における武士の居住形態（松井）

　　　　　　　　　　表1　洛申における主要守護邸宅地の存続期間

※一1：｝一は地点情報が記された童要史料が確認されるポイントを指す。実線は存在が確実と考えられ

　る期間，点線は存在が推測される期間を示す。本稿にて「大名邸宅」と評額したものについては☆

　を付した。Nαは《参考図》と対応している。ただし10大内氏のみ紙幅の都合により割愛した。

No． 大名家 14c前期 14c後期 15c前期 15c後期 16c前期

1 斯　波

七条東洞院…一　　　㈱
O条菓洞院㈱　　　1

☆勘解由小路鳥丸　　　　　　■

六角万里小路　　　　　匡
　　　働
剋O条小路（a）

…
2 細　川 　　　　，　　　　　F　　，

X室町殿北酬b）
P

北小路富小路…
　　　1
剌t日万里小路3 畠　山 ，　　　，　　P　　，　　闇　　P　　，　　P

i～染以北）・・⑧…

4 山　名
三条油小路一…画……

☆ （芝辺〉

5 赤　松
七条東洞院・ ・⑧一母…・・

☆二条油小路

6 一　色
☆中御門堀川

（室町殿裏辻）・・

……齊O条堀川
@　大炊御門西洞院一……7 土　岐

☆押小路堀」 ｝

8 京　極 ☆四条京極

9 六　角
六角万里小路・・

☆譜織
@…

10 大　内
☆（小六条口跡）…

…
　　趨一一一画

i花山院南）…

11 小笠原 ☆六角鳥丸

義
持
、
三
条
坊
門

亭
に
移
る

（一

l
六
七
）

義
満
、
花
の
御
所

に
移
る

（一

l
六
七
）

応
仁
・
文
明
の
乱

（｝

l
六
七
）

嘉
吉
の
乱

（～

l
四
一
）
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《
参
考
図
》
・
《
表
1
》
に
掲
出
し
た
諸
邸
宅
の
史
料
典
拠
（
初
見
む
…
紗
瞥
見
）

　
　
1
斯
波
　
【
七
条
東
洞
院
】
門
天
野
文
書
」
（
康
安
二
・
八
・
五
）
「
七
条
」
昼
『
太
平
記
』
「
七
条
東
洞
院
」
、
【
三
条
東
洞
院
】
『
太
平
記
』
「
三
条
高
倉
」

　
　
む
『
国
守
記
』
（
貞
治
四
・
四
・
一
六
）
、
【
勘
解
由
小
路
鳥
丸
】
『
御
的
日
記
』
（
明
徳
五
・
τ
一
七
）
「
勘
解
由
小
路
」
↓
『
建
内
記
』
（
永
享
三
二

　
　
一
丁
二
七
）
「
中
御
門
鳥
丸
一
与
『
応
仁
記
』
／
2
細
川
　
門
六
角
万
里
小
路
】
『
師
管
記
田
（
貞
治
六
・
九
・
一
四
）
「
六
角
万
里
小
路
四
条
坊
門
与
六
角

　
　
問
東
頬
」
、
【
三
条
富
小
路
（
a
）
】
『
御
的
日
記
臨
（
応
永
二
〇
・
～
・
一
七
）
「
富
小
路
」
賎
『
建
内
記
』
（
正
長
一
・
六
・
一
四
）
、
【
（
室
町
殿
北
西
）

　
　
　
（
b
）
】
『
建
内
記
睡
（
永
享
一
一
・
六
・
一
四
）
「
上
京
」
む
一
諾
内
記
』
（
嘉
吉
一
・
～
○
・
二
〇
）
「
（
室
町
殿
北
西
辺
）
」
／
3
畠
山
　
【
北
小
路
富
小

　
　
路
】
『
吉
田
家
日
次
吉
野
（
応
永
九
・
一
・
一
七
）
、
【
春
日
万
塁
小
路
】
『
建
内
記
聴
（
嘉
吉
一
・
八
・
三
）
「
春
日
以
南
万
里
小
路
以
西
」
尋
『
応
仁
記
』

　
　
／
4
山
名
甚
三
条
油
小
路
】
『
師
守
記
臨
（
貞
治
六
・
六
・
三
〇
）
、
【
（
芝
辺
）
】
『
建
内
記
聴
（
文
安
四
・
七
↓
六
）
紗
噸
晴
富
宿
禰
記
騙
（
文
明
一
一
・

　
　
　
一
一
・
～
六
）
「
渡
辺
在
家
」
／
5
赤
松
　
【
七
条
東
洞
院
】
『
重
藤
集
騙
「
七
条
東
洞
院
」
U
『
膚
守
記
舳
（
貞
治
四
・
六
・
二
七
）
、
【
二
条
油
小
路
】
『
兼

　
　
宣
公
記
聴
（
応
永
三
一
・
七
・
　
五
）
「
二
条
油
小
路
」
む
『
建
内
記
』
（
嘉
吉
一
・
六
↓
一
四
）
／
6
一
色
　
【
中
御
門
堀
川
】
『
明
徳
記
臨
「
中
御
門
堀

　
　
川
」
β
『
宗
賢
卿
記
』
（
応
仁
一
・
八
・
三
〇
）
／
7
土
岐
　
【
三
条
堀
川
】
『
太
平
記
謡
、
【
大
炊
御
門
西
洞
院
】
『
迎
陽
転
施
（
康
暦
一
・
二
・
二
九
）
、

　
　
　
【
押
小
路
堀
川
】
「
土
岐
家
聞
書
漏
「
西
は
堀
川
、
東
は
油
小
路
、
北
は
押
小
路
、
南
は
三
条
坊
門
」
／
8
京
極
　
【
四
条
京
極
】
「
金
蓮
寺
文
書
」
（
延
文

　
　
　
一
・
八
・
心
八
）
む
『
師
黒
氏
騨
（
正
長
一
・
六
・
七
）
「
四
条
京
極
」
妙
『
宗
賢
流
記
』
（
応
仁
一
・
八
・
三
〇
）
「
京
極
」
／
9
六
角
』
六
角
東
洞
院
】

　
　
　
『
師
守
記
舳
（
康
永
一
・
六
・
二
）
「
六
角
東
洞
院
」
U
『
審
査
准
后
日
記
舳
（
永
享
六
・
三
二
九
）
「
六
角
」
紗
『
建
内
記
』
（
慕
吉
一
・
九
＝
二
）
「
六

　
　
角
」
、
【
六
角
万
里
小
路
】
『
康
富
記
』
（
享
徳
四
・
一
・
九
）
む
『
後
法
興
院
記
騙
（
応
仁
一
・
八
・
九
）
「
六
角
」
／
1
0
大
内
　
門
（
小
六
条
院
跡
）
】
門
鹿
王

　
　
院
文
書
」
（
応
永
ニ
ニ
・
三
・
二
）
「
青
図
烏
丸
、
洒
限
室
町
、
南
限
楊
梅
、
北
限
坊
門
」
紗
『
看
聞
日
記
騙
（
永
享
六
・
二
・
｝
四
）
「
大
内
屋
形
」
、

　
　
　
【
（
花
山
院
宣
）
】
『
建
内
記
』
（
嘉
吉
一
・
七
・
二
八
）
／
1
1
小
笠
原
　
【
六
角
烏
丸
】
『
小
笠
原
文
書
幽
（
永
徳
三
・
二
・
一
二
）
「
京
都
屋
地
」
U
『
政
所

　
　
賦
銘
引
付
臨
（
文
明
一
二
・
九
・
～
四
）
「
西
室
町
、
東
鳥
丸
、
北
六
角
、
南
四
条
坊
門
」

　
＊
《
表
1
》
に
掲
げ
た
邸
宅
ご
と
に
列
挙
し
、
適
宜
「
」
に
史
料
表
記
を
記
し
た
。
な
お
、
「
第
二
の
邸
宅
」
の
史
料
典
拠
に
つ
い
て
は
《
表
2
》
を
参
照
。

よ
っ
て
、
以
降
は
室
町
期
か
ら
確
認
さ
れ
る
「
大
名
邸
宅
」
に
絞
っ
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
。

　
こ
れ
ら
の
邸
宅
群
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
存
立
期
間
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
「
大
名
邸
宅
」
が
同
一
地
点
に
継
続
的
に
検
出
さ
れ

る
期
間
を
示
し
た
の
が
《
表
！
》
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
形
成
三
期
は
お
お
む
ね
一
四
世
紀
後
半
頃
が
中
心
で
、
応
仁
・
文
明
の
乱

を
経
て
お
お
む
ね
廃
絶
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
山
田
徹
に
よ
れ
ば
、
軍
事
的
安
定
を
背
景
と
し
て
、
貞
治
年
間
以
降
に
室
町
期
在
京
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南北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

守
護
に
つ
な
が
る
大
名
家
の
在
京
の
基
本
的
部
分
が
形
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
当
該
期
に
み
ら
れ
る
本
邸
宅
群
の
形
成
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ

う
な
幕
府
の
体
制
安
定
化
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
注
意
さ
れ
る
の
は
、
細
川
氏
・
畠
山
氏
は
将
軍
御
所

の
移
転
に
対
応
し
て
頻
繁
に
居
所
を
移
動
さ
せ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
反
面
、
斯
波
氏
及
び
そ
れ
以
外
の
有
力
守
護
家
に
つ
い
て
は
、
将
軍

御
所
が
移
動
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
連
動
し
た
邸
宅
地
の
移
動
が
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
在
京
武
士
の
中
で
将
軍
邸
の
移
動

に
帯
同
す
る
家
と
そ
う
で
な
い
家
と
が
分
か
れ
て
お
り
、
室
町
殿
移
転
と
在
京
武
士
一
般
の
居
所
移
転
と
が
常
に
連
動
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
「
大
名
邸
宅
」
は
一
律
に
御
所
周
辺
に
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
「
大
名
邸
宅
」
周
辺
の
空
間
的
特
質
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
斯
波
氏
（
1
　
＊
《
参
考
図
》
・
《
表
1
》
の
番
号
。
以
下
同

じ
）
・
細
川
氏
（
2
）
・
畠
山
氏
（
3
）
な
ど
の
例
を
み
る
と
、
～
族
宗
家
の
邸
宅
を
中
心
と
し
て
一
族
や
被
宮
の
邸
宅
が
周
囲
を
囲
即
す
る
景

禦
現
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
・
斯
波
氏
に
つ
い
て
は
「
葎
徽
煽
遺
前
軍
宿
所
雲
離
蘇
階
鷺
計
量
調
と
あ
る
ご
と
く

応
永
期
、
義
将
・
義
重
父
子
が
近
接
地
点
に
「
宿
所
」
を
構
え
た
事
実
が
知
ら
れ
、
甲
斐
無
や
織
田
氏
と
い
っ
た
有
力
被
宮
に
つ
い
て
も
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

名
邸
宅
」
の
近
辺
に
そ
の
居
所
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
幾
人
か
の
畠
山
氏
被
官
に
つ
い
て
も
同
様
の
現
象
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
武
家
地
」
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
鎌
倉
期
六
波
羅
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
「
大
名
邸
宅
」
の
周
辺
～
帯
が
、
あ
る
程

度
の
空
間
的
ま
と
ま
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
義
政
期
以
降
、
洛
中
北
辺
一
帯
を
中
心
に
、
一
族
及
び
被
官
の
邸
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
分
布
さ
せ
て
い
た
細
川
氏
は
、
そ
の
最
た
る
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
こ
れ
ら
「
大
名
邸
宅
」
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
土
岐
氏
（
7
）
・
京
極
氏
（
8
）
・
小
笠
原
氏
（
1
1
）
な
ど
の
事
例
が
参
考
と
な
る
。
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
方
一
町
ほ
ど
の
規
模
を
有
し
て
お
り
、
一
般
の
武
家
邸
宅
の
敷
地
面
積
に
比
べ
て
非
常
に
広
大
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
と
り
わ
け
大
内

氏
（
1
0
）
は
、
持
世
風
に
お
い
て
、
室
町
殿
の
面
積
に
匹
敵
す
る
「
八
丁
町
」
と
い
う
さ
ら
に
広
大
な
土
地
に
屋
敷
を
構
え
よ
う
と
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
が
完
成
し
て
い
れ
ば
「
大
名
邸
宅
」
の
中
で
も
最
大
規
模
の
も
の
と
な
っ
た
は
ず
で
、
こ
の
よ
う
な
邸
宅
地
を
維
持

し
う
る
大
内
氏
の
財
政
的
基
盤
の
至
大
さ
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
他
の
大
名
家
に
つ
き
、
邸
宅
地
の
規
模
を
端
的
に
示
す
史
料
は
管
見
に
触
れ
な
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表2　守護家の「第二の邸宅」一覧

No， 年　代 贋住者 史料表言己 地　名 典　拠
《参考図》

の記号

1　永享2（1430）．2．22　一色持信 三条坊門東洞院 建内記 ＠a

2　永享3（1431＞．12．17　畠由満家 「上宿所一条以北［　〕」 一条以北 建内記
地点不明に

つき不記載

3　永享5（1433＞，7．4
　　　　　ギ転法輪万黒小路菊亭地東
畠［1」持永

　　　　　　　　達士丈余」
転法輪万里小路　満済准二日詑 ＠

4　　　募遵吉1（1441）．6，24　　　赤季公義珊E 一条以北町以西 建内記 ＠

5　　　募轟吉2（1442），11．28　　一色教親i．li 室町殿裏辻内 康欝記 ＠b

＊地名のみから「第二宿灰」と判断した場合はr史料表記」項を「一」とした。

注：『大乗院寺社雑事記葦応仁元．6．12で沖御門堀川邸」が「下一色屋形」と称されており，相対的にこちらが

　　ヂ上宿所」と見微されたことがわかる。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
遠
）

い
。
し
か
し
、
　
色
覚
邸
宅
（
6
）
に
つ
い
て
は
応
仁
・
文
明
の
乱
発
生
時
、
＝
色
五
郎
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

形
中
御
門
堀
川
を
、
京
極
陣
二
可
レ
取
縄
由
申
間
自
焼
云
々
」
と
み
え
、
軍
勢
を
留
め
置
け
る

ほ
ど
の
空
間
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
有
事
の
際
の
軍
事
的
拠
点
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
機
能
は
、
他
の
「
大
名
邸
宅
」
に
も
同
様
に
備
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
「
大
名
邸
宅
」
と
そ
れ
を
相
伝
す
る
守
護
家
と
の
関
係
も
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
六

角
氏
の
場
合
、
一
時
六
角
町
の
猶
子
と
な
っ
た
京
極
高
秀
が
「
六
角
東
洞
院
」
邸
に
居
住
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
の
地
位
を
失
っ
た
際
に
当
邸
宅
を
退
去
し
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
「
大
名
邸
宅
」
に
は

守
護
家
に
お
け
る
本
邸
と
し
て
の
機
能
が
付
与
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
、
「
大
名
邸
宅
」
と
そ
れ
を
囲
上
す
る
武
家
邸
宅
群
に
つ
い
て
論
じ
た
。
と
り
わ
け
、

「
大
名
邸
宅
」
が
室
町
期
を
通
じ
て
存
立
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
武
士
が
室
町
殿
の
移
動
に
応

じ
て
居
所
を
変
更
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
「
大
名
邸
宅
」
を
核
と
す
る
武
士
邸

宅
群
が
一
定
度
の
空
間
的
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

2

在
京
守
護
家
の
「
第
二
の
邸
宅
」

　
前
節
で
は
、
室
町
期
に
お
け
る
「
大
名
邸
宅
」
と
そ
れ
を
身
心
に
形
成
さ
れ
た
空
問
を
取
り

上
げ
た
。
そ
の
上
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
一
部
の
在
京
守
護
家
と
そ
の
一
族
が
、
「
大
名
邸
宅
」

に
加
え
て
、
将
軍
御
所
近
傍
に
も
邸
宅
を
所
持
し
て
い
た
点
で
あ
る
（
《
表
2
》
参
照
）
。
本
節

で
は
各
守
護
家
と
室
町
殿
と
の
政
治
的
関
係
を
意
識
し
つ
つ
、
守
護
家
の
立
場
か
ら
、
か
か
る

邸
宅
群
の
位
置
づ
け
を
分
析
し
て
み
た
い
。
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南北朝・室町期京都における武士の層佳形態（松井）

　
快
↓
可
レ
贋
往
下
宿
贋
追
可
レ
引
渡
上
舎
墨
継
以
奮
以
南
万
里
小
路
以
西
旧
宅
灘
鎌
講
搬
周
全
修
翼
京
薯
也
、
野
曝
上
洛
夢
種
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
浮
説
↓
而
毎
事
無
為
珍
重
、
洛
中
静
譲
之
基
也
、
今
日
即
出
仕
云
々
、

　
畠
山
持
国
が
、
嘉
吉
の
乱
後
の
弟
持
永
と
の
家
督
争
い
を
鎮
め
、
再
上
洛
を
行
っ
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
彼
は
当
初
、

「
春
日
以
南
万
里
小
路
以
西
し
（
以
下
、
「
春
日
野
」
と
表
記
）
の
邸
宅
に
居
住
し
て
い
た
も
の
の
、
父
の
満
家
が
死
去
し
た
後
「
上
宿
所
」
に
移

住
し
た
。
こ
こ
に
み
え
る
「
上
宿
所
」
は
満
家
が
居
住
し
た
「
一
条
以
北
」
邸
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
持
国
は
結
城
合
戦
へ
の
出
陣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
拒
否
し
た
こ
と
な
ど
を
き
っ
か
け
に
義
教
か
ら
疎
ま
れ
、
家
督
交
代
を
強
要
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
も
関
係
し
て
か
、
「
上
宿
所
不
快
」
と
し

て
当
宿
所
を
樋
棄
、
今
後
は
「
下
宿
所
」
た
る
「
旧
宅
」
春
日
邸
を
修
理
の
上
使
用
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
お
い
て
ま
ず
注
意
さ
れ

る
の
は
「
上
宿
所
」
が
存
在
し
な
が
ら
、
満
家
が
死
去
す
る
ま
で
、
息
子
の
持
国
が
春
日
邸
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
畠

山
氏
は
応
仁
・
文
明
の
乱
勃
発
時
ま
で
春
日
邸
を
利
用
し
続
け
て
い
た
徴
証
が
あ
り
、
こ
の
邸
宅
周
辺
に
被
官
の
集
住
が
み
ら
れ
た
点
を
勘
案

し
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
本
邸
は
「
上
宿
所
」
で
は
な
く
「
下
宿
所
」
、
す
な
わ
ち
「
大
名
邸
宅
」
た
る
春
日
邸
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
「
上
宿
所
」
に
つ
い
て
は
、
満
家
・
持
国
と
も
に
管
領
と
し
て
の
政
務
の
拠
点
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
点
か
ら
、
御
所

奉
公
の
拠
点
と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
邸
宅
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
方
、
将
軍
の
側
近
と
し
て
登
用
さ
れ
た
守
護
家
一
族
が
御
所
の
近
傍
に
居
住
し
て
い
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
次
は
そ
の
よ
う
な
事
例
に
つ

　
守
護
家
な
ど
が
複
数
の
邸
宅
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
邸
宅
が
し
ば
し
ば
「
上
宿
所
」
あ
る
い
は
「
下
宿
所
」
と
呼
称
さ
れ
る
点

か
ら
も
判
明
す
る
。
田
坂
は
こ
れ
を
「
義
満
の
室
町
殿
造
営
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
」
で
、
「
将
軍
御
所
が
上
京
・
下
京
の
二
ヶ
所
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
こ
と
に
対
応
し
た
形
態
」
と
し
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
検
討
は
い
ま
だ
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
以
下
詳
し
く
み
て
ゆ
き
た
い
。

　
（
　
四
三
二
）

　
永
享
三
年
の
義
教
室
町
殿
移
徒
の
後
、
畠
山
満
家
は
室
町
殿
に
近
し
い
「
一
条
以
北
」
の
地
に
新
た
に
「
上
宿
所
」
を
建
設
し
（
2
　
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

《
表
2
》
番
号
。
以
下
同
じ
）
、
以
後
こ
ち
ら
を
拠
点
と
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
次
の
史
料
に
着
目
し
よ
う
。

　
畠
山
尾
張
入
道
滞
綱
醐
串
本
輿
今
日
自
二
河
内
国
一
上
洛
、
先
御
代
下
国
、
舎
弟
為
一
一
惣
領
ハ
而
　
当
御
代
人
々
御
免
間
、
彼
又
安
堵
上
洛
也
、
上
宿
所
称
二
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
地
者
予
旧
跡
也
、
近
年
地
子
簸
沙
汰
也
、
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と
そ
の
邸
宅
と
の
関
係
は
以
下
の
よ
う
な
や
や
複
雑
な
経
緯
を
た
ど
る
。

坊
門
東
洞
院
」
（
1
）
と
い
う
三
条
坊
門
御
所
近
傍
の
地
に
邸
宅
を
有
し
て
い
た
。

て
義
教
に
重
用
さ
れ
た
一
色
岩
橋
で
あ
っ
た
。

こ
で
、
そ
の
至
親
の
後
継
者
と
な
っ
た
義
直

極
め
て
近
し
い
地
点
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

動
ず
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

応
仁
・
文
明
の
乱
発
生
時
、
「
中
御
門
堀
川
」

係
が
変
化
す
る
中
で
「
室
町
殿
裏
辻
扁
邸
に
本
邸
機
能
を
移
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
経
な
が
ら
も
、

族
の
拠
点
と
し
て
な
お
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
⑳

い
て
注
目
し
て
み
た
い
。
義
持
期
の
富
樫
満
成
や
大
館
満
信
、
ま
た
義
政
期
の
直
臣
た
ち
な
ど
の
よ

　
⑳

う
に
、
将
軍
側
近
の
者
が
御
所
の
近
く
に
居
を
構
え
る
こ
と
自
体
は
南
北
朝
・
室
町
期
を
通
じ
て
一

般
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
守
護
出
身
の
側
近
た
ち
も
同
様
で
あ
っ
た
。
特
に
彼
ら

に
つ
い
て
は
、
幕
府
に
と
っ
て
は
有
力
外
様
大
名
を
将
軍
権
力
に
つ
な
ぎ
と
め
る
、
大
名
家
に
と
っ

て
は
時
に
そ
の
幕
政
上
の
政
治
的
地
位
を
輩
固
に
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て

　
⑳い

る
。
将
軍
近
習
で
あ
り
な
が
ら
一
方
で
守
護
家
の
一
員
で
も
あ
る
と
い
う
彼
ら
の
属
性
を
踏
ま
え

た
場
合
、
そ
の
邸
宅
に
は
ど
の
よ
う
な
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
在
京
守
護
一
色
氏
の
事
例
で
あ
る
。
彼
ら
は
『
明
徳
記
』
に
当
主
で

あ
る
一
色
詮
範
の
邸
宅
が
記
さ
れ
て
以
降
、
「
中
御
門
堀
川
」
の
邸
宅
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
「
大
名
邸
宅
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
、
一
色
家
の
家
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
～
四
三
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
色
氏
は
「
中
御
門
堀
川
」
邸
の
他
に
、
永
享
二
年
段
階
で
「
三
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
居
住
者
は
、
当
時
の
当
主
義
貫
の
弟
で
、
近
習
と
し

　
　
（
一
闘
四
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
永
享
一
二
年
、
義
貫
が
義
教
に
謀
殺
さ
れ
る
と
、
家
督
は
着
信
の
子
で
あ
る
教
親
に
移
る
。
こ

　
（
義
貫
の
子
）
が
、
義
教
の
室
町
殿
移
住
に
あ
わ
せ
て
「
室
町
殿
裏
辻
内
」
（
5
）
と
い
う
御
所
に

　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
、
家
督
の
居
住
す
る
邸
宅
が
「
大
名
邸
宅
」
か
ら
御
所
近
傍
邸
に
移

　
　
　
　
た
だ
し
、
前
節
で
史
料
を
掲
げ
た
よ
う
に
、
義
直
の
弟
で
あ
る
義
遠
と
み
ら
れ
る
人
物
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
邸
に
陣
を
構
え
て
い
た
事
実
も
見
逃
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
一
色
氏
は
、
室
町
殿
と
の
政
治
的
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
申
御
門
堀
川
」
邸
と
そ
の
敷
地
を
一

　
　
　
　
「
中
御
門
堀
川
」
邸
は
、
　
一
族
の
中
核
的
拠
点
と
し
て
、
当
時
彼
ら
の
中
で
な
お
枢
要
な
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空
間
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
か
ら
看
取
で
き
よ
う
。

　
以
上
、
畠
山
・
一
色
両
氏
の
事
例
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
所
近
傍
宅
が
各
家
出
身
の
近
習
を
居
住
さ
せ
て
室
町
殿
と
の
関
係
を
維
持
す

る
た
め
の
拠
点
と
し
て
用
い
ら
れ
、
時
々
の
政
治
情
勢
に
応
じ
て
守
護
家
当
主
が
居
住
す
る
邸
宅
と
も
な
り
得
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ

の
点
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
京
都
に
お
け
る
守
護
家
と
そ
の
　
族
が
居
住
し
た
御
所
近
傍
邸
を
、
在
京
守
護
家
の
「
第
二
の
邸
宅
」
と
評
価
し

　
⑭

た
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
「
第
二
の
邸
宅
」
に
当
主
が
居
住
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
「
大
名
邸
宅
」
地
が
長
く
保
持
さ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
家
と
し
て
の
結
集
の
中
心
は
「
大
名
邸
宅
」
に
あ
っ
た
と
い
え
、
「
第
二
の
邸
宅
」
は
そ
の
補

完
機
能
を
果
た
す
存
在
で
あ
っ
た
と
位
蹟
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

南北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井）

①
は
じ
め
に
注
⑮
田
坂
論
考
、
五
六
頁
。

　
　
　
　
　
（
…
三
八
二
）

②
『
荒
暦
㎞
永
徳
二
年
一
〇
月
三
〇
赤
条
。

　
　
（
一
三
九
冗
し

③
応
永
二
年
九
月
晦
日
、
「
六
角
富
小
路
一
に
あ
る
地
一
所
が
「
御
雑
色
扁
二
名

　
の
連
署
に
よ
り
村
上
主
計
助
に
打
渡
さ
れ
て
い
る
（
「
三
宝
院
文
書
」
『
大
日
本
史

　
料
㎞
七
－
二
、
二
四
六
頁
）
。

④
『
師
誤
記
臨
貞
治
六
年
八
月
二
七
日
条
。

⑤
　
　
『
源
威
集
』
文
和
四
年
三
月
入
日
条
に
「
網
川
相
州
打
立
、
七
條
東
洞
院
赤
松

　
宿
所
国
議
入
、
矢
倉
ヲ
揚
ケ
壁
ヲ
塗
り
」
と
み
え
る
。

⑥
由
田
徹
門
南
北
朝
期
の
守
護
在
京
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
三
四
丹
、
二
〇
〇
七

　
年
、
四
～
～
四
二
頁
）
。

⑦
そ
の
よ
う
な
前
提
が
田
坂
に
よ
る
各
國
の
作
成
基
準
に
も
表
れ
て
い
る
点
に
つ

　
い
て
は
、
は
じ
め
に
注
⑰
参
照
。
田
坂
は
義
教
期
の
邸
宅
分
布
に
つ
い
て
「
こ
の

　
時
期
の
武
家
邸
宅
の
ほ
ぼ
全
て
が
、
上
京
に
存
在
す
る
（
中
略
）
こ
の
現
象
は
、

　
三
条
坊
門
邸
か
ら
竈
町
殿
へ
の
御
所
移
転
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に

　
想
定
で
き
る
と
こ
ろ
」
（
五
八
頁
）
と
す
る
。
し
か
し
、
田
坂
に
よ
る
義
教
期
ま

　
で
の
各
隅
を
み
る
と
、
「
四
条
京
極
」
の
京
極
氏
邸
が
、
南
北
朝
期
以
来
継
続
的

　
に
存
在
し
て
い
る
点
を
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
〇
〇
）

⑧
闘
吉
田
家
日
次
記
㎞
応
永
七
年
六
月
一
五
日
条
。
本
史
料
の
存
在
は
山
田
徹
氏

　
に
ご
教
示
を
得
た
。
記
し
て
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

⑨
甲
斐
常
治
は
「
中
御
嬰
爵
北
西
角
」
（
墨
引
麗
孫
饗
四
月
二
吉

　
条
）
に
、
ま
た
織
田
主
計
は
門
中
御
門
室
町
与
町
問
南
頬
」
（
欄
康
富
記
㎞
同
年
～

　
○
月
七
日
条
）
に
邸
宅
を
有
し
て
い
た
。
と
も
に
斯
波
氏
邸
宅
に
近
接
す
る
地
点

　
で
あ
る
。

⑩
具
体
的
入
名
が
わ
か
る
事
例
と
し
て
は
、
遊
佐
氏
及
び
隅
田
氏
が
そ
れ
ぞ
れ

　
「
中
御
門
富
小
路
睦
言
」
「
岡
（
中
御
門
富
小
端
を
指
す
）
西
出
扁
に
邸
宅
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
鷺
四
）

　
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
咽
康
富
記
㎞
享
徳
三
年
八
月
二
二
日
条
）
。

⑪
　
高
橋
慎
　
朗
筥
武
家
地
」
六
波
羅
の
成
立
」
（
は
じ
め
に
注
⑦
著
誉
所
収
、
初

　
出
一
九
九
～
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
四
五
〇
）

⑫
讃
州
家
細
川
成
之
の
コ
条
油
小
路
」
邸
（
糊
康
富
記
』
宝
徳
二
年
二
塁
＝

　
下
条
）
、
和
泉
上
守
護
家
細
川
常
有
の
コ
条
堀
川
扁
邸
（
『
親
一
7
0
日
記
㎞

　
（
一
四
六
天
）

　
寛
正
六
年
一
一
月
三
日
条
）
、
備
中
守
護
家
細
川
心
界
の
「
一
条
猪
熊
」
邸
（
欄
康

　
富
記
㎞
享
徳
三
年
七
月
｝
○
日
条
）
、
細
川
奥
州
家
細
川
上
野
介
の
「
鷹
司
東
洞
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院
」
邸
（
　
　
　
　
　
　
　
（
【
四
七
八
）
噸
政
所
賦
銘
引
付
㎞
文
明
一
〇
年
八
月
二
九
日
条
）
、
そ
し
て
一
族
で
唯

　
｝
下
京
に
存
在
し
た
和
泉
下
守
護
家
細
川
頼
久
の
「
綾
小
路
万
黒
小
路
」
邸

　
（
『
康
富
記
臨
宝
徳
二
年
七
月
一
九
日
条
）
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
部
の
細

　
川
氏
邸
宅
は
戦
国
期
ま
で
確
認
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
小
谷
量
子

　
「
戦
国
期
細
川
邸
近
辺
の
空
間
構
造
」
（
『
戦
国
史
研
究
』
六
八
号
、
二
〇
一
四

　
年
）
参
照
。
な
お
、
半
国
守
護
と
し
て
知
ら
れ
る
和
泉
両
守
護
家
が
「
上
／
下
」

　
と
い
う
呼
称
で
分
立
し
て
い
る
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
京
都
に
お
け
る
邸
宅
配
置

　
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑬
次
の
事
例
を
参
照
。
土
岐
氏
　
「
西
は
堀
川
、
東
は
油
小
路
、
北
は
押
小
路
、

　
南
は
三
條
坊
門
、
大
門
は
堀
川
西
な
り
」
（
「
土
岐
家
聞
書
」
『
群
書
類
従
』
武
家

　
部
所
収
）
、
京
極
氏
晶
四
条
京
極
四
町
上
」
（
「
金
蓮
寺
黒
焦
」
門
大
日
本
史
料
』

六
一
へ
七
七
諺
バ
塾
喪
・
屋
地
・
軽
々
酒
醤
離
辮
門
」
（
『
政

　
所
賦
銘
引
付
㎞
文
明
＝
一
年
九
月
一
四
日
条
）
。

⑭
幕
府
奉
行
人
飯
尾
為
継
が
、
「
相
続
居
住
」
し
て
い
た
「
東
西
七
丈
三
尺
、
南

　
北
七
丈
二
尺
五
寸
」
の
屋
地
を
売
却
し
て
い
る
事
例
（
凹
鹿
王
院
文
書
の
研
究
睡

　
三
五
四
号
）
、
六
角
氏
被
官
と
み
ら
れ
る
楢
崎
忠
頼
が
「
東
西
へ
参
丈
六
尺
五
寸
、

　
南
北
へ
五
丈
弐
尺
弐
寸
扁
の
忌
地
を
「
請
申
駄
し
て
い
る
事
例
（
糊
八
坂
神
社
文

　
書
㎞
一
四
〇
二
号
）
な
ど
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
（
【
四
四
一
｝

⑮
㎎
建
内
記
』
嘉
吉
元
年
七
月
二
八
騒
条
。
秋
山
國
三
・
仲
村
研
「
条
坊
制
の

　
隅
町
㎞
の
変
容
過
程
」
（
『
京
都
「
町
」
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
五

　
年
、
一
五
七
～
　
五
八
頁
）
、
及
び
高
橋
康
夫
「
南
北
朝
・
室
町
期
の
京
都
」
（
高

　
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
他
編
『
図
集
日
本
都
市
史
隔
東
京
大
挙
出
版
会
、
一
九
九
三

　
年
）
に
お
い
て
本
邸
宅
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
穴
七
）

⑯
　
　
㎎
経
覚
私
要
紗
㎞
応
仁
元
年
六
月
一
工
同
条
。

⑰
室
町
期
の
山
名
氏
邸
宅
は
、
堀
川
を
天
然
の
堀
と
し
た
軍
事
的
要
素
を
備
え
た

　
空
間
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
河
内
将
芳
門
京
都
「
山
名

　
町
」
の
町
名
を
め
ぐ
っ
て
」
『
山
名
氏
・
赤
松
氏
研
究
ノ
ー
ト
』
三
号
、
一
九
九

　
二
年
）
。

⑬
㎎
花
営
三
代
記
㎞
肥
稚
3
艇
＝
月
二
｝
～
日
条
。

⑲
本
章
注
①
田
坂
論
考
、
五
入
頁
。

⑳
㎎
建
内
記
臨
永
享
三
年
ご
｝
月
一
七
日
課
。
な
お
、
こ
れ
が
畠
山
基
国
の
「
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
鰻
〇
二
V

　
小
路
蜜
小
路
扁
邸
（
『
吉
田
家
日
次
記
』
応
永
九
年
正
月
一
七
日
条
）
な
の
か
、

　
後
に
「
畠
山
殿
づ
し
（
甲
子
と
が
形
成
さ
れ
る
現
在
の
畠
山
町
付
近
に
所
在
し

　
た
邸
宅
だ
っ
た
の
か
は
不
詳
。

⑳
糊
建
内
記
㎞
嘉
吉
元
年
入
月
三
目
条
。

⑫
　
桜
井
英
治
㎎
室
町
人
の
精
神
㎞
（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
一
頁
）
。

⑬
　
　
『
応
仁
記
㎞
（
哩
群
薄
類
従
㎞
合
戦
部
所
収
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
一
　
鰻
　
一
｝
　
湘
ハ
　
）

⑭
　
　
『
満
済
准
后
日
記
隔
応
永
三
三
年
一
〇
月
七
目
条
。
富
樫
満
成
に
つ
い
て
は
小

　
林
保
夫
「
室
町
幕
府
将
軍
専
制
化
の
契
機
に
つ
い
て
」
（
上
横
手
雅
敬
編
『
中
世

　
公
武
権
力
の
構
造
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
｝
年
、
一
八
二
頁
）
。
本
章

　
注
⑫
桜
井
車
山
、
八
一
～
八
二
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
（
｝
四
ニ
ニ
）

⑳
　
　
『
康
富
記
㎞
応
永
二
九
年
五
月
二
二
日
条
。
大
館
氏
は
五
番
衆
に
属
し
、
将
軍

　
の
有
力
直
臣
と
し
て
戦
国
期
ま
で
活
動
し
た
著
名
な
一
族
で
あ
る
（
「
大
館
尚

　
氏
」
・
「
大
館
持
房
」
安
田
元
久
編
『
鎌
倉
・
室
町
人
名
事
典
』
新
人
物
姓
来
社
、

　
一
九
八
五
年
、
福
田
豊
彦
筆
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
四
五
一
）

⑳
　
「
鷹
司
町
」
に
居
住
し
た
評
定
衆
二
階
堂
忠
行
（
㎎
康
富
記
』
宝
徳
三
年
三
月

　
一
〇
日
灸
）
、
門
冷
泉
京
極
南
東
」
に
居
住
し
た
番
衆
の
小
串
政
行
（
魍
親
元
目
記
㎞

　
寛
正
六
年
七
月
二
〇
日
条
）
ほ
か
多
数
。

⑳
福
田
豊
彦
・
佐
藤
堅
一
「
室
町
幕
府
将
軍
権
力
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）

　
（
下
）
」
（
『
日
本
歴
史
睡
二
二
八
・
二
二
九
号
、
一
九
六
七
年
）
。

⑱
　
一
色
氏
の
来
歴
に
関
し
て
は
上
村
喜
久
子
「
一
色
氏
」
（
『
室
町
幕
府
守
護
職
家

　
事
典
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

⑳
『
群
書
類
従
㎞
合
戦
部
所
収
。

⑳
『
建
内
記
㎞
永
享
二
年
二
月
二
二
B
条
。
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⑳
　
　
噸
斎
藤
基
恒
日
記
㎞
永
享
一
二
年
五
月
一
六
日
条
。
な
お
こ
の
時
、
数
十
名
に

　
及
ぶ
一
色
義
貫
の
被
官
が
「
中
御
門
堀
川
」
邸
を
焼
く
と
と
も
に
、
そ
の
場
で
切

　
腹
し
て
い
る
。

⑳
　
　
㎎
康
富
記
㎞
嘉
吉
二
年
｝
一
月
二
八
日
条
。

⑳
　
本
章
注
⑯
掲
出
史
料
。

⑳
　
た
だ
し
、
細
川
氏
は
室
町
殿
北
辺
に
移
住
し
た
後
、
そ
れ
以
前
に
居
住
し
て
い

　
た
邸
宅
地
を
使
用
し
た
形
跡
が
見
当
た
ら
ず
、
例
外
的
な
一
族
と
い
え
る
。

三
　
室
町
期
在
京
武
士
の
居
住
形
態
　
　
寺
社
本
所
勢
力
と
の
関
係
を
中
心
に

南北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井）

　
第
一
章
に
お
い
て
、
南
北
朝
期
に
は
京
都
に
流
入
し
た
武
士
に
よ
る
既
存
邸
宅
の
点
定
、
武
士
相
互
に
お
け
る
邸
宅
の
融
通
、
寺
社
本
所
境

内
の
借
用
と
い
っ
た
臨
時
的
・
流
動
的
要
素
を
持
つ
多
様
な
居
住
形
態
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
章
で
は
か
か
る
状
況
が
室
町
期
に

至
っ
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
洛
中
に
所
領
を
持
つ
寺
社
本
所
と
の
関
係
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。

　
室
町
期
に
至
る
と
、
在
京
武
士
ど
う
し
で
の
邸
宅
の
融
通
・
売
買
が
史
料
上
み
ら
れ
な
く
な
る
上
に
、
公
家
・
寺
社
へ
の
寄
宿
行
為
も
下
火

と
な
る
。
そ
の
一
方
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
が
、
特
定
の
邸
宅
が
武
士
の
家
ご
と
に
継
続
利
用
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
。
第
二
章
で
詳
説
し
た
「
大

名
邸
宅
」
の
形
成
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
と
い
え
る
。
そ
の
他
に
も
、
幕
府
奉
行
人
で
あ
る
斎
藤
氏
の
一
族
が
「
四
条
東
洞
院
」
邸
と
敷
地
を
、

　
　
　
　
　
（
一
四
一
七
）
　
　
（
一
四
九
三
）

少
な
く
と
も
応
永
二
四
年
か
ら
明
応
二
年
頃
ま
で
知
行
し
て
お
り
、
室
町
期
を
通
じ
て
家
を
単
位
に
空
間
が
継
続
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

　
　
①

ら
れ
る
。
室
町
期
在
京
武
士
の
居
所
は
、
「
第
二
の
邸
宅
」
の
形
成
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
室
町
殿
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
の
影
響
を
受
け
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
、
そ
の
家
の
在
京
の
継
続
と
連
動
し
て
、
存
立
を
続
け
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
室
町
期
に
お
け
る
武
士
の
京
都
居
住
は
、

南
北
朝
期
に
比
し
て
＝
疋
の
安
定
化
を
果
た
す
と
と
も
に
、
空
間
的
自
立
の
度
合
い
を
よ
り
深
め
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
里
小
路
時
房
）

　
し
か
し
こ
こ
で
、
前
章
で
掲
げ
た
畠
山
氏
の
春
B
邸
の
史
料
に
「
此
地
潰
旧
跡
也
、
近
年
地
利
無
沙
汰
也
」
な
る
記
述
が
み
ら
れ
る
点
に

　
　
　
　
③

注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
当
時
こ
そ
「
地
利
無
沙
汰
」
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
春
日
邸
は
、
実
は
万
里
小
路
家
領
の
上
に
所
在

し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
当
初
、
畠
山
氏
は
領
主
に
地
子
を
納
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
邸
宅
地
を
確
保
し
て
い
た
事
実
が
あ
き
ら
か
と

な
る
。
畠
山
氏
の
よ
う
な
有
力
守
護
で
あ
っ
て
も
、
　
円
的
な
邸
宅
地
の
支
配
を
貫
徹
で
き
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
踏
ま
え
る
と
、
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他
の
一
般
在
京
武
士
の
京
都
居
住
も
、
そ
の
多
く
が
既
存
の
領
主
権
の
存
在
を
前
提
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
既
に
多
く
の
先
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
っ
て
室
町
期
の
在
京
武
士
が
公
家
・
寺
社
と
広
範
な
社
会
関
係
を
構
築
し
て
い
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
鑑
み
て
も
、
室
町
期
京
都

に
お
け
る
武
士
の
居
住
形
態
を
総
合
的
に
論
じ
る
た
め
に
は
、
武
家
以
外
の
様
々
な
諸
集
団
と
の
関
係
性
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。
ま
た
、
そ
の
関
係
性
が
南
北
朝
期
に
み
ら
れ
た
あ
り
方
と
い
か
に
異
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
異
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
も
重
要
で
あ

る
。
以
上
の
点
に
留
意
し
て
、
当
該
期
に
お
け
る
在
京
武
士
の
居
住
形
態
を
分
析
し
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
『
看
聞
日
記
』
に
み
え
る
次
の
記
事

に
注
目
し
よ
う
。

　
＋
百
、
晴
、
申
得
庵
季
蔽
持
参
有
二
盃
勲
抑
山
下
論
叢
儲
横
町
笠
符
銘
以
二
常
命
所
二
望
聖
不
レ
可
レ
叶
之
一
難
レ
令
レ
晦
頻
承
泉
申
之
間
書
レ

　
之
・
簿
三
蟹
伊
勢
八
幡
以
下
諸
響
レ
之
遣
・
殊
畏
喚
後
聞
自
痛
捲
鎧
下
賜
云
⑳

　
「
室
町
殿
近
習
」
山
下
氏
は
、
奉
公
衆
二
番
衆
に
属
す
幕
府
直
臣
で
あ
り
、
も
と
は
尊
氏
の
近
習
・
馬
廻
衆
を
勤
め
る
足
利
氏
根
本
被
官
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
っ
た
と
さ
れ
る
～
族
で
あ
る
。
本
史
料
よ
り
、
山
下
氏
は
当
時
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
居
住
す
る
山
城
国
伏
見
庄
に
存
在
し
た
「
伏
見
殿
」
の

境
内
に
居
を
構
え
る
と
と
も
に
、
貞
成
と
親
密
な
交
流
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
加
え
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
本
条
が

（
一
四
三
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

永
享
五
年
の
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
か
ら
、
近
習
た
る
山
下
氏
が
義
教
に
よ
る
永
享
三
年
の
室
町
殿
移
徒
に
帯
同
し
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
と
い
う
事
実
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
山
下
氏
は
自
ら
の
所
領
を
保
持
す
る
た
め
に
頻
繁
に
都
鄙
を
往
来
し
て
お
り
、
経
済
的
に
は
零
細
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
族
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
山
下
氏
は
、
直
臣
た
る
身
分
に
あ
り
な
が
ら
御
所
近
辺
に
新
し
い
居
所
を
構
え
う
る
状
況
に
な
く
、
将
軍
か
ら
居

所
を
指
定
さ
れ
る
よ
う
な
幕
府
有
力
者
の
枠
か
ら
漏
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
山
下
氏
は
伏
見
宮
家
領
播
磨
国
市
余
田
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

代
官
職
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
の
在
京
は
所
領
を
通
じ
て
関
係
の
深
か
っ
た
伏
兇
宮
家

と
の
密
接
な
縁
を
媒
介
し
て
実
現
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
事
例
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
昭
〉

　
参
二
御
参
籠
所
↓
俊
尊
僧
正
申
入
旨
、
以
二
彼
僧
正
折
紙
一
雨
入
曽
、
題
目
非
官
事
↓
京
都
地
下
人
珍
塩
煙
ト
智
者
屋
事
由
付
テ
、
自
二
大
覚
寺
｝
被
二
執
申
一
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
為
種
）

　
在
レ
之
、
縦
ヘ
ハ
此
珍
阿
去
年
室
妻
ヲ
害
シ
テ
逐
電
、
侃
三
宅
為
二
閾
所
一
闘
、
台
閣
肥
前
守
二
被
二
宛
行
一
了
、
而
当
年
革
嚢
一
大
覚
寺
一
此
家
事
非
二
珍
阿
弥
家
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計
留
出
二
奥
書
一
所
加
賀
国
住
人
倉
光
申
者
重
代
婁
地
也
、
侃
在
京
時
料
二
奥
地
二
屋
ヲ
構
置
者
也
、
彼
倉
光
代
々
扶
持
者
也
、
御
免
有
ラ
バ
可
二
畏
入
皿
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
付
此
事
相
違
条
々
御
切
諌
等
事
也
、
委
細
披
露
以
後
帰
寺
、

　
傍
線
部
以
下
の
現
代
語
訳
を
行
っ
て
お
く
。
京
都
地
下
人
の
珍
宝
弥
と
い
う
者
の
家
屋
の
事
に
つ
い
て
、
俊
尊
僧
正
よ
り
義
持
へ
取
り
次
ぎ
、

申
し
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
珍
宝
弥
は
去
年
自
身
の
妻
を
殺
害
し
逐
電
し
た
。
珍
阿
宅
は
閾
所
と
な
り
、
幕
府
奉
行
人
飯
尾
為
種
に
宛
行

わ
れ
た
。
し
か
し
、
去
春
大
覚
寺
義
昭
よ
り
、
「
こ
の
家
は
珍
阿
弥
の
家
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
奥
屋
は
加
賀
国
住
人
の
倉
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
者
の
重
代
の
敷
地
で
あ
る
。
よ
っ
て
倉
光
は
在
京
生
活
の
た
め
に
奥
地
に
家
屋
を
構
え
置
い
て
い
る
。
倉
光
は
（
大
覚
寺
が
）
代
々
扶

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

持
し
て
い
る
の
で
（
飯
尾
へ
の
）
家
屋
給
付
に
つ
い
て
は
御
免
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
倉
光
氏
は
加
賀
国
出
身
の
武
士
で
山
下
氏
同
様
、
番
衆
に
も
名
を
連
ね
る
幕
府
直
臣
で
あ
る
。
彼
は
か
か
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
大
覚
寺

と
い
う
寺
社
権
門
の
「
代
々
扶
持
」
を
得
る
こ
と
で
、
「
重
代
敷
地
」
を
保
持
し
、
在
京
を
な
し
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
二
つ
の
事
例
に
み
え
る
よ
う
な
、
寺
社
本
所
勢
力
に
従
属
す
る
か
の
ご
と
き
居
住
形
態
を
み
せ
る
在
京
武
士
の
事
例
は
、
史
料
か
ら
頻

繁
に
窺
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
直
臣
の
属
性
を
持
つ
在
京
武
士
の
居
所
を
当
の
幕
府
自
身
が
認
知
し
て
い

な
い
と
い
う
事
実
が
示
唆
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
倉
光
氏
の
場
合
に
は
、
「
早
咲
弥
」
跡
に
在
京
武
士
の
「
重
代
相
伝
の
敷
地
」
が
含
ま

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
閥
所
地
と
し
て
飯
尾
に
宛
行
わ
れ
て
お
り
、
幕
府
は
大
覚
寺
か
ら
の
口
入
に
よ
っ
て
始
め
て
こ
の
よ
う
な
事
態

を
認
知
し
た
と
み
ら
れ
る
。
本
所
権
力
の
「
扶
持
」
を
得
る
こ
と
で
居
所
の
安
定
的
確
保
を
図
っ
て
い
た
武
士
と
、
洛
中
に
閾
所
屋
を
宛
行
わ

れ
て
い
る
飯
尾
ら
と
の
間
に
は
、
京
都
居
住
を
め
ぐ
る
大
き
な
立
場
の
違
い
が
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
幕
府
直
臣
と
し
て
の
身
分
属

性
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
在
京
の
形
態
を
一
様
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
人
物
と
政
権
と
の
時
々
の
関
係
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
在
京
の

形
態
に
差
異
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
状
況
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
室
町
幕
府
が
朝
廷
に
か
わ
っ
て
寺
社
本
所
領
還
付
政
策
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
た
と
い
う
点
に
代
表

　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
室
町
殿
及
び
幕
府
に
と
っ
て
本
所
権
力
は
一
概
に
圧
倒
し
無
力
化
す
べ
き
対
象
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
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草
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
近
年
で
は
、
室
町
殿
と
の
個
別
的
な
結
び
つ
き
を
得
た
特
定
の
寺
社
本
所
に
よ
る
階
調
の
個
別
所
領
支
配
が
、
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

町
期
以
降
に
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
先
の
二
つ
の
例
を
見
た
場
合
、
山
下
氏
を
境
内
に
居
住
さ
せ
て
い
た
伏
見
宮
貞
成
が
、
後
花
園
天
皇
の
父
で
あ
る
と
い

う
点
、
倉
光
氏
を
「
扶
持
」
し
て
い
る
と
い
う
大
覚
寺
門
跡
が
、
義
掛
銭
に
お
い
て
は
幕
府
の
祈
言
を
担
う
有
力
門
跡
と
し
て
活
発
に
活
動
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
い
た
と
い
う
点
が
そ
れ
ぞ
れ
注
意
さ
れ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
室
町
殿
と
政
治
的
に
近
く
、
ま
た
当
時
は
友
好
的
な
関
係
に
あ
っ
た
有
力
者

と
み
て
よ
く
、
彼
ら
の
存
在
に
よ
っ
て
武
士
の
在
京
が
支
持
さ
れ
る
構
造
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
は
、
武
士

に
対
し
在
京
奉
公
を
求
め
る
一
方
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
の
空
間
に
つ
い
て
は
既
存
の
領
有
権
を
優
先
し
て
積
極
的
な
関
与
を
行
わ
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
う
、
室
町
殿
の
姿
勢
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
室
町
期
に
お
け
る
武
士
の
在
京
の
安
定
化
は
、
幕
府
に
よ
る
寺
社
本
所
勢
力
の
保
護
や
彼
ら
の
洛
中
所
領
の
領
域
確
定
を
前
提

に
し
た
い
わ
ば
二
次
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
評
価
し
た
い
。
「
大
名
邸
宅
」
に
代
表
さ
れ
る
大
規
模
空
間
の
形
成
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
武
士

が
居
住
す
る
空
間
は
量
的
な
増
大
を
み
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
寺
社
本
所
領
の
存
在
を
否
定
し
な
い
形
で
存
立
し
て
お
り
、
幕
府

も
ま
た
、
在
京
武
士
の
居
所
を
直
接
把
握
・
管
轄
す
る
仕
組
み
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
室
町
期
に
至
っ
て
も
、
武
士
の
京
都
居
住

が
諸
勢
力
に
よ
る
制
約
下
で
存
立
す
る
状
況
は
、
南
北
朝
期
以
来
本
質
的
に
は
変
化
し
て
お
ら
ず
、
一
見
し
て
安
定
的
に
み
え
る
彼
ら
の
居
住

形
態
に
は
、
な
お
流
動
的
な
側
面
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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①
『
康
富
記
』
応
・
丞
西
年
九
月
二
九
日
義
、
明
応
二
年
＝
一
月
二
日
室
晦
幕
府

　
奉
行
人
達
署
奉
書
（
「
田
中
光
治
氏
所
蔵
文
書
」
『
室
町
幕
府
文
書
集
成
』
奉
行
人

　
奉
書
編
上
、
五
四
〇
頁
）
。

②
一
方
、
自
ら
の
所
領
に
も
一
族
や
被
官
を
配
置
す
る
在
京
武
士
は
数
多
く
存
在

　
し
て
い
る
。
武
士
の
家
の
分
裂
や
都
郡
を
跨
い
で
展
開
す
る
武
士
の
家
の
分
業
構

　
造
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
な
お
追
究
の
余
地
を
残
し
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
井
原
今
朝
男
「
室
町
期
の
代
官
請
負
契
約
と

償
務
保
証
」
（
『
日
本
中
世
債
務
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、

初
出
二
〇
〇
一
年
）
、
呉
座
勇
一
「
室
町
期
武
家
の
一
族
分
業
」
（
阿
部
猛
編
『
中

世
政
治
史
の
研
究
』
日
本
史
史
料
研
究
会
企
画
部
、
二
〇
一
〇
年
）
、
吉
永
隆
記

「
国
人
領
主
の
在
京
活
動
」
（
『
史
学
雑
誌
』
　
一
二
二
一
八
号
、
二
〇
＝
　
一
年
）
な

ど
参
照
。



南北朝・室町期京都における武士の居住形態（松井）

③
野
葬
内
記
㎞
嘉
吉
元
年
八
月
三
日
条
、
及
び
本
稿
第
二
章
二
節
参
照
。

④
室
町
期
に
お
け
る
武
士
の
在
京
生
活
に
着
目
し
た
河
合
正
治
（
㎎
中
世
武
家
社

　
会
の
研
究
㎞
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
七
三
年
）
の
他
、
幕
府
直
臣
佐
々
木
鞍
智
氏
の

　
多
様
な
都
市
生
活
を
解
明
し
た
清
水
克
行
（
「
あ
る
室
町
幕
府
直
臣
の
都
市
生
活
」

　
『
室
町
時
代
の
騒
擾
と
秩
序
臨
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
二
〇
〇
二

　
年
）
、
中
・
下
級
武
士
団
の
都
鄙
往
還
に
着
目
し
た
榎
原
雅
治
（
コ
揆
の
時
代
」

　
同
量
『
日
本
の
時
代
史
一
一
　
一
揆
の
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
な

　
ど
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑤
『
看
聞
日
記
』
永
享
五
年
閏
七
月
＝
召
条
。

⑥
　
山
下
氏
に
つ
い
て
は
森
幸
夫
「
室
町
幕
府
奉
公
衆
山
下
氏
」
（
『
国
史
学
㎞
　
一
四

　
四
号
、
｝
九
九
～
年
）
参
照
。

⑦
こ
の
後
、
永
享
七
年
の
伏
見
宮
貞
成
の
仙
洞
御
所
還
御
に
伴
い
洛
中
に
居
を
移

　
し
た
よ
う
で
、
以
降
は
、
中
原
康
富
邸
に
同
宿
↓
康
窟
邸
北
江
に
移
住
↓
一
年
後
、

　
鷹
司
東
洞
院
の
「
旅
店
」
に
移
転
、
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
。
欄
康
富
記
㎞

　
（
一
四
四
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
四
四
四
）

　
嘉
吉
三
年
四
月
二
八
日
条
、
『
同
匝
文
安
元
年
七
月
｝
○
日
条
、
及
び
高
橋
康
夫

　
「
後
小
松
院
仙
洞
御
所
跡
敷
地
の
都
布
再
開
発
」
（
は
じ
め
に
注
⑭
高
橋
康
夫
著

　
書
所
収
、
初
出
一
九
七
八
年
、
～
九
七
頁
）
参
照
。

⑧
本
章
注
④
榎
原
論
考
、
六
七
～
六
九
頁
。
将
軍
出
御
の
際
の
帯
刀
・
衛
府
の
中

　
に
山
下
氏
は
一
切
見
出
せ
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
（
本
章
注
⑥
森
幸
夫
論
考
、
七

お
　
わ
　
り
　
に

　
五
頁
）
。
た
だ
し
、
国
元
に
帰
れ
ば
農
芸
で
あ
っ
た
者
も
想
定
で
き
る
た
め
、
在

　
現
時
の
居
住
形
態
の
み
か
ら
［
族
全
体
の
経
済
規
模
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
慎
重

　
で
あ
り
た
い
。
河
合
正
治
「
室
町
幕
府
体
制
と
文
化
」
（
本
章
注
④
河
合
著
書
所

　
収
、
二
〇
七
頁
）
参
照
。

⑨
本
章
注
④
榎
原
論
考
、
六
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
二
五
）

⑩
『
満
丁
掛
后
日
記
』
応
永
三
二
年
六
月
二
一
日
条
。

⑪
福
田
豊
彦
『
室
町
幕
府
と
国
人
一
揆
睦
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
、
九
四

　
頁
所
収
の
奉
公
衆
一
覧
に
よ
れ
ば
、
一
番
衆
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。

⑫
榎
原
雅
治
門
室
町
殿
の
徳
政
に
つ
い
て
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
出
口
』
　
一
｝
二
〇
ロ
万
、
二
〇
〇
六
年
）
。

⑬
三
枝
暁
子
「
室
町
幕
府
の
京
都
支
配
」
（
第
一
章
注
⑲
三
枝
著
書
所
収
、
初
出

　
二
〇
〇
九
年
）
。

⑭
大
田
壮
一
郎
門
大
覚
奪
門
跡
と
室
町
幕
府
」
（
『
室
町
幕
府
の
政
治
と
宗
教
』
塙

　
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
一
九
九
九
年
、
五
八
～
五
九
頁
〉
。

⑮
本
章
で
取
り
上
げ
た
畠
山
氏
の
よ
う
に
、
地
子
を
納
入
す
る
こ
と
で
洛
中
の
寺

　
社
本
所
領
内
に
居
住
す
る
武
士
の
存
在
が
こ
の
事
実
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
よ

　
う
。
し
か
し
在
京
武
士
の
居
住
形
態
の
解
明
を
主
眼
と
す
る
本
稿
で
は
、
彼
ら
に

　
よ
る
個
別
土
地
利
用
な
い
し
支
配
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き

　
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
別
稿
に
て
詳
し
く
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
在
京
武
士
の
居
住
形
態
の
展
開
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
　
南
北
朝
期
、
在
京
武
士
は
、
武
士
間
に
お
け
る
居
所
の
融
通
や
、
寺
社
本
所
の
境
内
・
所
領
へ
の
「
寄
宿
」
あ
る
い
は
「
借
住
」
と
い
っ

　
　
た
多
様
な
方
法
に
よ
っ
て
自
ら
の
居
所
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
方
、
幕
府
も
「
選
定
」
を
行
っ
た
り
、
所
縁
を
介
し
て
点
定
家

　
　
屋
を
武
士
に
斡
旋
し
た
り
し
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
既
存
の
領
主
権
を
侵
害
し
な
い
建
前
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
。
当
時
の
武
士
の
居
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所
は
総
じ
て
臨
時
的
性
格
が
強
く
、
そ
の
背
景
に
は
内
乱
状
況
と
い
う
政
治
情
勢
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

②
　
室
町
期
に
至
り
政
治
体
制
が
安
定
期
を
迎
え
る
と
、
在
京
す
る
守
護
家
が
固
定
化
す
る
の
に
伴
い
、
方
～
町
か
そ
れ
以
上
の
規
模
を
有
す

　
　
る
大
規
模
な
「
大
名
邸
宅
」
が
順
次
成
立
し
た
。
そ
れ
ら
は
室
町
期
を
通
じ
て
長
期
的
に
存
続
し
、
ま
た
各
守
護
家
関
係
者
の
集
住
の
核

　
　
と
も
な
っ
た
。
ま
た
御
所
近
辺
に
は
「
第
二
の
邸
宅
」
も
成
立
し
、
各
守
護
家
の
罪
証
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
。
守
護
家
当
主
が

　
　
「
第
二
の
邸
宅
」
に
居
住
す
る
場
合
も
あ
っ
た
も
の
の
、
な
お
「
大
名
邸
宅
」
地
が
存
続
・
利
用
さ
れ
る
場
合
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ

　
　
ら
の
点
か
ら
、
「
大
名
邸
宅
」
に
は
守
護
家
の
中
核
的
な
空
間
と
し
て
、
特
に
重
要
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
　
内
乱
状
態
の
解
消
に
伴
い
、
武
士
の
家
鼠
に
邸
宅
の
相
伝
が
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
居
住
形
態
は
次
第
に
自
立
的
な
性
質
を
帯
び
て

　
　
い
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
直
臣
と
い
う
身
分
を
帯
び
て
い
な
が
ら
、
室
町
殿
と
の
関
係
の
深
い
有
力
寺
社
本
所
を
頼
っ
て
居
所
を
獲
得
し

　
　
て
い
た
者
が
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
が
三
下
の
武
士
の
在
京
を
直
接
的
に
保
障
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
か
か
る

　
　
事
態
は
、
室
町
殿
が
、
自
ら
に
親
和
的
な
寺
社
本
所
勢
力
の
権
益
を
基
本
的
に
保
護
す
る
姿
勢
を
取
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
み
ら

　
　
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
室
町
期
に
お
け
る
武
士
の
在
京
の
安
定
化
は
、
あ
く
ま
で
寺
社
本
所
勢
力
の
保
護
や
そ
の
洛
中
所
領
の
存
続
を
前
提

　
　
に
し
た
二
次
的
な
現
象
で
あ
り
、
武
士
の
京
都
居
住
に
は
な
お
流
動
的
な
側
面
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。

　
室
町
幕
府
の
体
制
的
安
定
に
伴
い
、
京
都
で
は
、
＝
疋
規
模
を
有
す
る
武
士
の
居
住
す
る
諸
空
間
と
、
そ
れ
を
維
持
存
続
さ
せ
る
彼
ら
の

「
家
」
が
現
出
し
、
進
展
を
み
せ
た
。
し
か
し
、
か
か
る
現
象
は
武
士
の
個
別
空
間
に
対
す
る
支
配
の
進
展
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
武
士
の
在
京
は
、
特
定
の
寺
社
本
所
領
の
存
立
を
一
義
的
に
保
障
す
る
室
町
殿
の
姿
勢
を
反
映
し
、
個
々
の
家
が
大
小
の
負
担
を

伴
う
こ
と
を
前
提
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
室
町
期
に
至
っ
て
も
一
定
数
の
在
京
武
士
が
、
武
家
・
非
武
家
を
問
わ
な
い
多
様
な
諸
勢
力

と
の
社
会
関
係
を
積
極
的
に
構
築
し
て
い
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
屡
述
し
て
き
た
彼
ら
の
置
か
れ
て
い
た
立
場
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
①

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
田
坂
が
見
出
し
た
室
町
期
京
都
に
お
け
る
「
武
家
が
一
円
的
に
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で

の
『
武
家
の
空
間
ヒ
の
不
成
立
と
、
そ
れ
に
対
す
る
『
公
武
統
一
政
権
』
と
し
て
の
政
治
構
造
の
影
響
」
は
、
武
家
邸
宅
の
立
地
分
布
も
さ
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る
こ
と
な
が
ら
、
「
武
士
の
居
住
形
態
が
武
家
社
会
内
部
で
完
結
し
な
い
」
と
い
う
特
徴
を
も
た
ら
し
た
点
に
お
い
て
こ
そ
、
見
い
だ
し
う
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
は
じ
め
に
に
お
い
て
言
及
し
た
戦
国
期
京
都
の
社
会
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
前
提
の
解
明
と
い
う
視
角
か
ら
、
今
後
の
方
向
性
に

つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
在
京
武
士
の
大
半
は
応
仁
・
文
明
の
乱
に
始
ま
る
京
都
で
の
政
争
の
過
程
で
そ
の
多
く
が
在
国
す
る
に
至
り
、
本

稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
武
士
の
邸
宅
群
も
、
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
た
だ
し
、
乱
の
収
東
後
、
幕
府
権
力
が
衰
亡
を
み
せ
る
中
に
あ

っ
て
も
な
お
在
京
を
続
け
た
武
士
も
お
り
、
戦
国
期
京
都
の
社
会
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
以
降
の
在
京
武
士
を
も
射
程
に
入
れ
う
る

よ
う
な
視
角
か
ら
の
研
究
が
必
要
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
本
稿
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
在
京
武
士
に
よ
る
洛
中
の
土
地
支
配
構
造
の
分

析
は
、
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
本
稿
は
こ
こ
で
一
旦
欄
心
し
、
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
数
多
く
の
問
題
に
つ
い

て
は
後
考
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
①
　
在
京
武
士
の
一
般
的
な
経
済
状
況
の
問
題
と
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
事
実
と
　
　
　
　
　
み
ら
れ
る
（
中
村
吉
治
噸
土
一
揆
研
究
㎞
校
倉
書
房
、
一
九
七
四
年
、
二
〇
四
頁

　
　
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。
な
お
、
彼
ら
が
必
ず
し
も
潤
沢
な
経
　
　
　
　
　
な
ど
）
。

　
　
済
力
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
で
言
及
が

〔
補
記
〕

本
研
究
は
、
平
成
二
六
年
度
公
益
財
団
法
人
高
梨
学
術
奨
励
基
金
若
手
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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The　Form　of　Samurai　Residences　in　Kyoto　during　the　Nanbokuch6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Muromachi　Periods

by

MATSUI　Naoto

　　The　purpose　of　this　artic歪e量s　to　invest三gate　the　concrete　depic板on　of　the

samurai　o重the　capiもa玉who　occupled　a　large　proportion　of　the　population　and

were　an　integral　part　of　the　Muromachi　warrior　regime　in　order　to

iliuminate　the　social　structure　of　K：yoto　during　the　Nanbokuch6　alld

Muromachi　perlods，　a　topic　which　has　not　been　studied　s雛f£iciently　in　a

substantial　manner．　I　focus　on　this　occaslon　in　particular　on　the　spatial　areas

that　were　plvotal　sites　in　the　lives　of　the　capital　samurai　and　examine　the

f（）rm　of　their　residences　wl宅h　an　alm　of　relativlzing　the　portrait　of　the　capital

samurai　who　have　heretofore　been　exp至alned　one　dimensionally　in　terms　of

the　centripetal　character　of　the　M登romachi　warrior　reglme．　The　period
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
under　analysis　spans　the　Nanbokuch6　period　to　the　wars　of　the　Onin　and

Bunmei　eras　that　drove　many　ofぬe　capital　samurai　from　Kyoto．

　　In出e　first　section，　I　f6cus　on　the　form　of　the　residences　of　capital　samurai

during　the　Nanbokuch6　period．　The　movemen宅of　samurai　to　the　capital

became　prominent　in　the　Nanbokuch6　period．　However，　after　comp韮ling　aRd

examinlng　various　sources，　o塾e　sees℃hat　in　many　cases　the　forln　of　samurai

residences　were　often　rented　houses　or｝odgings　on　the　grounds　of　temple　or

aristocratic　establishments　in毛he　environs　of　the　capital，　and　they　were

often　temporary．　On　the　other　haRd，　although℃he　Muromachl　regime　had　a

devised　a　system　to　lend　conflscated　housing　to　capitai　samurai，　t難ere　is　no

evidence　samurai　were　ableも。　secure　residences　in　the　capital　as　a　result　of

this　system．　Based　on　these　findings，　it　can　be　surmised　that　the　form　of

capital　samural　residences　was　noむcompletely　determined　by　the　residents

themselves，　and　that　lt　was　premised　on　important　aspects　including　the

various　forces　such　as　the　temple　and　shrine　landlords　that　provlded　the

residences．

　　In　the　second　section，　I　consider　the　special　spa宅ial　characteristics　of

samurai　residences　that　appeared　in　the　Muromachi　p’er圭od．　When　political
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circumstances　stabilized　in　the　late　Nanbokuch6　period，　extensive　residential

establishments，　called　daimyo一　teitaku，　where　the　powerful　military　governors

of　the　capital，　shugo，　resided　in　Kyoto，　were　built　one　after　another．　Because，

in　contrast　to　the　establishments　of　other　samuraj，　they　possessed　extremely

expansive　grounds　covering　one　cho一　（a　cho一　being　120　meters　on　each　side）

and　at　the　same　time　these　were　maintained　for　a　relatively　long　time　in　a

sing｝e　location，　we　can　presurne　that　these　daimyo一　teitafeu　can　be　regarded　as

the　main　residence　of　the　capital　shugo．　On　the　other　hand，　in　the　environs

of　the　shogun’s　palace，　there　were　established　a　group　of　residences　where

close　retaiRers　of　the　shogun　who　had　roots　in　the　shugo　houses　lived．　ln　this

article，　1　interpret　these　as　secondary　establishments　that　supplemented　the

function　of　the　daimyo一　teitaku　that　formed　the　core　of　the　collective

residences．

　　In　the　third　section，　1　consider　the　form　of　the　capital　samurai　residences

during　the　Muromachi　period　in　terms　of　the　relationship　to　the　power　of

temple　and　shrine　landlords．　As　1　made　clear　in　the　second　sectioR，　iR　Kyoto

following　the　Muromachi　period，　the　space　occupied　by　capital　samurai

gradually　increased　and　became　fixed．　However，　in　some　cases　these　spaces

existed　on　the　property　controlled　by　temple　and　shrine　landlords　and

whether　these　｝ands　can　be　judged　to　have　been　pure｝y　under　samurai

coRtrol　requires　an　individual　examination　of　each　speciflc　case．　Moreover，

among　the　capital　samurai，　there　were　some　who　relied　on　skrines　and

temple　landlords　for　their　residence　in　the　capital，　and　the　regime　was　not

aware　of　their　residences，　even　though　they　were　direct　retainers　of　the

shogun．　lt　is　surmised　that　this　reflects　the　policy　of　the　Muromachi　regime

to　prioritize　the　preservation　of　the　authority　of　specific　temple　and　shrine

landlords．　ln　other　words，　even　during　the　Muromachi　period，　the

Muromachi　regime　did　not　possess　s　total　directionality　for　the　jurisd2etion

over　the　capital　samurai，　and　it　is　clear　that　for　the　capital　samurai　there

was　yet　a　fluid　aspect　iRherent　iR　the　form　of　their　residences．

　　The　content　of　thls　article　can　be　summarized　in　the　following　fashion．

Although　there　were　many　capital　samurai　during　the　Muromachi　period

who　secured　their　residences　by　relying　on　temple　and　shrine　landlords，

various　spaces　that　served　as　samurai　residences　on　a　fixed　scale　were

gradually　established　as　the　organization　of　the　Muromachi　regime

stabilized．　However，　it　is　necessary　to　focus　on　the　fact　that　this　phenomenon

did　not　refiect　the　development　of　the　control　of　lndividual　spaces　of

samuraL　lt　can　be　surmised　to　be　largely　the　influence　of　the　political
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structure　of　the　Muromachl　regime　thatもook　the　form　of　the　system　called

theたσ∂κ娩なんseihen（unified　regime　of　court　and　bak疑fu）that　co就rolled

K：yoto　in　coordinat量on　with　telnples　and　shrine｝andlords。

　　Furthermoz●e，　because　on重his　occasion亙｝1ave　coRs圭dered　the　period　prior

　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ
宅othe　u簸rest　of　the　Onin　and　B羅nmei　eras，　the　samurai　who　were　active　i亘

Kyoto　thereafter　have　been　beyond　the　scope　of　th呈s　article．1℃will　therefore

be　necessary　to　consider　the　coRcrete　circumstances　of　the　capital　samurai

through　the　Warring　States　period丘om　a　different　analyもical　perspective．

The　Resource　Cycle　of　the　Sato　’umi　and　Satoyama　in　Southern　Omi

in　Early　Modern　Times　：　A　Study　of　Environmental　Ristory　from　the

　　　　　　　　　　　　　　Viewpoint　of　the　History　of　Fisheries

by

SANO　Shizuyo

　　In　this　article，　1　attempt　to　approach　environmenta｝　history　form　the

perspective　of　ehe　history　of　fisheries，　and　through　a　new　interpretation　of

source　ma£erials　on　two　varieties　of　fishery　activities　（harvesting　shijlmi

clams　（corbicula）　and　waterweeds）　on　Lake　Biwa　duriRg　the　early　modern

period，　1　hope　to　illuminate　changes　iR　the　ecosystem　and　human　activities

of　early－moderR　people　in　this　watershed，　including　mountainous　areas，　of

the　southern　region　of　Lake　Biwa．　The　southern　portion　of　the　Lake　Biwa

region　is　a　single　spatial　unit　of　watershed　extending　from　the　mountains　to

the　lakeshore　and　is　relatively　compact．　As　this　ls　a｝so　a　central　location　for

the　study　of　the　history　of　early－modern　fisheries　as　many　written　sources

have　been　preserved　in　the　region，　it　is　the　most　appropriate　area　for　the

methodology　used　in　this　study．

　　In　this　article，　1　make　clear　the　fact　that　the　mountains，　p｝ains，　and　lake

that　are　linked　by　rivers　are　understood　as　part　of　a　river　basin　in　which

early－modern　human　activity，　employing　fishing，　agriculture　and　the　use　of

the　satoyama　（a　natura｝　environment　maintained　and　managed　by　humans）

operated　together　to　form　a　single　ecosystem．　Moreover，　1　examine　the

temporal　periods　and　causes　of　chaRges　in　this　ecosystem

　　In　the　mouBtainous　area　of　the　southern　Lake　Biwa　region，　despoiling　of
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